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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引の対象） 

第５条 指数先物取引の対象は、次の各号に

掲げる指数とする。 

（取引の対象） 

第５条 指数先物取引の対象は、次の各号に

掲げる指数とする。 

（１） 日経平均株価（株式会社東京証券

取引所（以下「東京証券取引所」とい

う。）における市場第一部銘柄のうち２

２５銘柄を対象とする修正株価平均方式

の株価指数であって、株式会社日本経済

新聞社（以下「日本経済新聞社」とい

う。）が算出するものをいう。以下「日

経平均」という。） 

（１） 日経平均株価（株式会社東京証券

取引所（以下「東京証券取引所」とい

う。）における市場第一部銘柄のうち２

２５銘柄を対象とする修正株価平均方式

の株価指数であって、株式会社日本経済

新聞社（以下「日本経済新聞社」とい

う。）が算出するもの（以下「日経平

均」という。）をいう。以下同じ。） 

（２） 東証株価指数（東京証券取引所の

上場株券（内国法人の発行する株券（無

議決権株式（東京証券取引所の有価証券

上場規程第２条第８７号に規定する無議

決権株式をいう。）及び優先株等（同第

２条第９０号に規定する優先株等をい

う。）を除く。）に限る。以下同じ。）

のうち市場第一部銘柄を対象とする浮動

株時価総額方式の株価指数であって、東

京証券取引所が算出するものをいう。以

下同じ。） 

（２） 東証株価指数（東京証券取引所の

上場株券（内国法人の発行する株券（無

議決権株式（東京証券取引所の有価証券

上場規程第２条第８７号に規定する無議

決権株式をいう。）、議決権の少ない株

式（同第２０５条第９号の２ｂに掲げる

ものをいう。）及び優先株等（同第２条

第９０号に規定する優先株等をいう。）

を除く。）に限る。以下同じ。）のうち

市場第一部銘柄を対象とする浮動株時価

総額方式の株価指数であって、東京証券

取引所が算出するものをいう。以下同

じ。） 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 東証マザーズ指数（東京証券取引

所の上場株券のうちマザーズ銘柄を対象

とする浮動株時価総額方式の株価指数で

あって、東京証券取引所が算出するもの

をいう。以下同じ。） 

（新設） 

（５） Ｒｕｓｓｅｌｌ／Ｎｏｍｕｒａ 

Ｐｒｉｍｅ インデックス（国内の金融

商品取引所に上場されている銘柄からＦ

ｒａｎｋ Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｃｏｍｐａ

ｎｙ及び野村證券株式会社（以下「ラッ

セル野村」という。）が選定した銘柄を

対象とする浮動株時価総額方式の株価指

数であって、ラッセル野村が算出するも

のをいう。以下「ＲＮＰ指数」とい

う。） 

（４） Ｒｕｓｓｅｌｌ／Ｎｏｍｕｒａ 

Ｐｒｉｍｅ インデックス（国内の金融

商品取引所に上場されている銘柄からＦ

ｒａｎｋ Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｃｏｍｐａ

ｎｙ及び野村證券株式会社（以下「ラッ

セル野村」という。）が選定した銘柄を

対象とする浮動株時価総額方式の株価指

数であって、ラッセル野村が算出するも

の（以下「ＲＮＰ指数」という。）をい

う。以下同じ。） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

（５） （略） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（９） Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｕｓ

ｔｒｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅ（外国金融

（８） Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｕｓ

ｔｒｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅ（外国金融



 

2 

 

商品市場に上場されている銘柄のうちＳ

＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃ

ｅｓ ＬＬＣが選定した３０銘柄を対象

とする修正株価平均方式の株価指数であ

って、Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉ

ｎｄｉｃｅｓ ＬＬＣが算出するものを

いう。以下「ＮＹダウ」という。） 

商品市場に上場されている銘柄のうちＳ

＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃ

ｅｓ ＬＬＣが選定した３０銘柄を対象

とする修正株価平均方式の株価指数であ

って、Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉ

ｎｄｉｃｅｓ ＬＬＣが算出するもの

（以下「ＮＹダウ」という。）をいう。

以下同じ。） 

（１０） （略） （９） （略） 

（１１） 台湾証券取引所 発行量加権指

数（台湾証券取引所（Ｔａｉｗａｎ Ｓ

ｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｒｐ

ｏｒａｔｉｏｎをいう。以下同じ。）に

上場されている銘柄を対象とする時価総

額方式の株価指数であって、台湾証券取

引所が算出するものをいう。以下「台湾

加権指数」という。） 

（新設） 

（１２） ＦＴＳＥ中国５０インデックス

（Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ ｏｆ

 Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（以下「ＳＥＨＫ」という。）に上場さ

れている銘柄のうちＦＴＳＥ Ｉｎｔｅ

ｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄが

選定した５０銘柄を対象とする浮動株時

価総額方式の株価指数であって、ＦＴＳ

Ｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉ

ｍｉｔｅｄが算出するものをいう。以下

同じ。） 

（新設） 

（１３） 日経平均ボラティリティー・イ

ンデックス（将来の日経平均の変動の大

きさを推定した指数であって、日本経済

新聞社が算出するものをいう。以下「日

経平均ＶＩ」という。） 

（１０） 日経平均ボラティリティー・イ

ンデックス（将来の日経平均の変動の大

きさを推定した指数であって、日本経済

新聞社が算出するもの（以下「日経平均

ＶＩ」という。）をいう。以下同じ。） 

（１４） 日経平均・配当指数（日経平均

の構成銘柄を対象とする配当指数（配当

（剰余金の配当をいう。以下同じ。）の

額に基づき算出される指数をいう。以下

この条において同じ。）であって、日本

経済新聞社が算出するものをいう。以下

同じ。） 

（１１） 日経平均・配当指数（日経平均

の構成銘柄を対象とする配当指数（配当

（剰余金の配当をいう。以下同じ。）の

額に基づき算出される指数をいう。以下

同じ。）であって、日本経済新聞社が算

出するものをいう。以下同じ。） 

（１５） （略） 

（１６） （略） 

（１２） （略） 

（１３） （略） 

  

（限月取引及びその数） 

第７条 指数先物取引は、次の各号に掲げる

取引対象指数（指数先物取引の対象の指数

をいう。以下同じ。）ごとに当該各号に定

める取引日を取引最終日とする限月取引に

（限月取引及びその数） 

第７条 指数先物取引は、次の各号に掲げる

取引対象指数（指数先物取引の対象の指数

をいう。以下同じ。）ごとに当該各号に定

める取引日を取引最終日とする限月取引に
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区分して行うものとする。 区分して行うものとする。 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０、東証銀行業株価指数及び東証Ｒ

ＥＩＴ指数 

毎月の第二金曜日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。以下同じ。）の

前日に終了する取引日 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＲＮＰ指数、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行業

株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

 

毎月の第二金曜日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。以下同じ。）の

前日に終了する取引日 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 台湾加権指数 

毎月の第三水曜日（台湾における該当

日が台湾加権指数が算出されない予定の

日に当たるときは、順次繰り下げる。）

の前日に終了する取引日 

（新設） 

（５） ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

毎月の末日（香港における該当日がＦ

ＴＳＥ中国５０インデックスが算出され

ない予定の日に当たるときは、順次繰り

上げる。）の前日（香港における該当日

がＦＴＳＥ中国５０インデックスが算出

されない予定の日に当たるときは、順次

繰り上げる。）に終了する取引日 

（新設） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

２ 限月取引の数及びその期間は、次の各号

に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。 

２ 限月取引の数及びその期間は、次の各号

に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００、

東証マザーズ指数及びＲＮＰ指数 

特定限月取引の５限月取引制とし、各

限月取引の期間は１年３か月とする。 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００及

びＲＮＰ指数 

特定限月取引の５限月取引制とし、各

限月取引の期間は１年３か月とする。 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

（７） 台湾加権指数 

直近の２限月取引及びそれ以外の特定

限月取引の３限月取引の５限月取引制と

し、各限月取引の期間は、特定限月取引

以外の限月取引については２か月、特定

限月取引については１１か月とする。 

（新設） 

（８） ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

直近の２限月取引及びそれ以外の特定

限月取引の２限月取引の４限月取引制と

し、各限月取引の期間は、特定限月取引

以外の限月取引については２か月、特定

限月取引については８か月とする。 

（新設） 

（９） （略） （７） （略） 
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（１０） （略） （８） （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（権利行使価格及びその数） 

第１１条 （略） 

（権利行使価格及びその数） 

第１１条 （略） 

２ 前項に規定する権利行使価格は、オプシ

ョン対象証券１株（オプション対象証券が

優先出資証券、投資信託受益証券又は投資

証券の場合にあっては１口。次条、第１３

条及び第２６条第８項第３号において同

じ。）につき、指定市場（オプション対象

証券上場取引所が開設する取引所金融商品

市場のうちオプション対象証券の売買高等

を基準として本所が指定する取引所金融商

品市場をいう。以下同じ。）におけるオプ

ション対象証券の値段に基づき、次の各号

に定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅

の整数倍の価格とし、当該限月取引の取引

開始日に本所が定めるところにより５種類

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。 

２ 前項に規定する権利行使価格は、オプシ

ョン対象証券１株（オプション対象証券が

優先出資証券、投資信託受益証券又は投資

証券の場合にあっては１口。次条、第１３

条及び第２６条第８項第３号において同

じ。）につき、指定市場（オプション対象

証券上場取引所が開設する取引所金融商品

市場のうちオプション対象証券の売買高等

を基準として本所が指定する取引所金融商

品市場をいう。以下同じ）におけるオプシ

ョン対象証券の値段に基づき、次の各号に

定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅の

整数倍の価格とし、当該限月取引の取引開

始日に本所が定めるところにより５種類設

定する。ただし、本所が必要と認める場合

には、設定する権利行使価格及びその数を

変更することができる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 権利行使価格が５，０００円以上

３万円未満の場合は５００円 

（５） 権利行使価格が５，０００円以上

１万円未満の場合は５００円 

（６） 権利行使価格が３万円以上５万円

未満の場合は１，０００円 

（６） 権利行使価格が１万円以上５万円

未満の場合は１，０００円 

（７）～（１６） （略） （７）～（１６） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（取引の対象） 

第１４条 （略） 

（取引の対象） 

第１４条 （略） 

２ 指数オプション取引における対象指数

は、次の各号に掲げる指数とする。 

２ 指数オプション取引における対象指数

は、次の各号に掲げる指数とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００ （新設） 

３ 取引換算額は、日経平均オプション（日

経平均に係る指数オプションをいう。以下

同じ。）及びＪＰＸ日経インデックス４０

０オプション（ＪＰＸ日経インデックス４

００に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１，０００

円、東証株価指数オプション（東証株価指

数に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１万円とす

る。 

３ 取引換算額は、日経平均オプション（日

経平均に係る指数オプションをいう。以下

同じ。）に係るものにあっては１，０００

円、東証株価指数オプション（東証株価指

数に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１万円とす

る。 

４ （略） ４ （略） 
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（限月取引及びその数） 

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象オプション（指数オプシ

ョン取引の対象の指数オプションをいう。

以下同じ。）の区分に従い、当該各号に定

める限月取引により行うものとする。 

（限月取引及びその数） 

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象オプション（指数オプシ

ョン取引の対象の指数オプションをいう。

以下同じ。）の区分に従い、当該各号に定

める限月取引により行うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション 

通常限月取引 

（２） 東証株価指数オプション 通常限

月取引 

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象オプショ

ンの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象オプショ

ンの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション 

特定限月取引の１３限月取引及び当該

特定限月取引以外の直近の６限月取引の

１９限月取引制とし、各限月取引の期間

は、特定限月取引については５年（３月

及び９月の限月取引については１年６か

月）、特定限月取引以外の限月取引につ

いては９か月とする。 

（２） 東証株価指数オプション 

 

特定限月取引の５限月取引と特定限月

取引以外の直近の３限月取引の８限月取

引制とし、各限月取引の期間は、特定限

月取引については１年３か月、特定限月

取引以外の各限月取引については４か月

又は５か月とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（権利行使価格及びその数） 

第１６条 （略） 

（権利行使価格及びその数） 

第１６条 （略） 

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象オプションの区分に従

い、当該限月取引の取引開始日の本所が定

める時刻に当該各号に定めるところにより

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。 

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象オプションの区分に従

い、当該限月取引の取引開始日の本所が定

める時刻に当該各号に定めるところにより

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 東証株価指数オプション 

指数オプション取引における東証株価

指数の数値につき、５０ポイント刻みで

設定する５０ポイントの整数倍の数値と

し、本所が定めるところにより１３種類

設定する。 

（２） 東証株価指数オプション 

ａ 特定限月取引以外の限月取引（１

月、４月、７月及び１０月の限月取引

に限る。）及び特定限月取引 

指数オプション取引における東証株

価指数の数値につき、５０ポイント刻

みで設定する５０ポイントの整数倍の

数値とし、本所が定めるところにより

１３種類設定する。 

 ｂ 特定限月取引以外の限月取引（２
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月、５月、８月及び１１月の限月取引

に限る。） 

指数オプション取引における東証株

価指数の数値につき、２５ポイント刻

みで設定する２５ポイントの整数倍の

数値とし、本所が定めるところにより

１９種類設定する。 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション 

指数オプション取引におけるＪＰＸ日

経インデックス４００の数値につき、５

００ポイント刻みで設定する５００ポイ

ントの整数倍の数値とし、本所が定める

ところにより１７種類設定する。 

（新設） 

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

オプションの区分に従い、全部又は一部の

限月取引について、当該各号に定める数値

の新たな権利行使価格を本所が定めるとこ

ろにより設定することができる。 

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

オプションの区分に従い、全部又は一部の

限月取引について、当該各号に定める数値

の新たな権利行使価格を本所が定めるとこ

ろにより設定することができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 東証株価指数オプション （２） 東証株価指数オプション 

ａ 当該限月取引の残存期間が３か月と

なる月の第二金曜日が到来していない

限月取引 

ａ 特定限月取引以外の限月取引（１

月、４月、７月及び１０月の限月取引

に限る。）及び特定限月取引 

５０ポイント刻みで設定する５０ポ

イントの整数倍の数値 

（ａ） 当該限月取引の残存期間が４

か月となる月の第二金曜日が到来し

ていない限月取引 

５０ポイント刻みで設定する５０

ポイントの整数倍の数値 

 （ｂ） 前（ａ）に掲げる限月取引以

外の限月取引 

２５ポイント刻みで設定する２５

ポイントの整数倍の数値 

ｂ 前ａに掲げる限月取引以外の限月取

引 

 

２５ポイント刻みで設定する２５ポ

イントの整数倍の数値 

ｂ 特定限月取引以外の限月取引（２

月、５月、８月及び１１月の限月取引

に限る。） 

２５ポイント刻みで設定する２５ポ

イントの整数倍の数値 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション 

（新設） 

ａ 当該限月取引の残存期間が３か月と

なる月の第二金曜日が到来していない

限月取引 

５００ポイント刻みで設定する５０

０ポイントの整数倍の数値 

 

ｂ 前ａに掲げる限月取引以外の限月取

引 

２５０ポイント刻みで設定する２５
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０ポイントの整数倍の数値 

  

（立会の区分及び取引時間等） 

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。 

（立会の区分及び取引時間等） 

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

午前立会、午後立会及び夜間立会に分

かち、各立会の取引時間は、次のａから

ｃまでに掲げる立会の区分に従い、当該

ａからｃまでに定めるところによる。 

（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

午前立会、午後立会及び夜間立会に分

かち、各立会の取引時間は、次のａから

ｃまでに掲げる立会の区分に従い、当該

ａからｃまでに定めるところによる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 夜間立会 ｃ 夜間立会 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後３時３０分から翌日の午前５

時２５分までとする。 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後３時３０分から翌日の午前２

時５５分までとする。 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前５時３０分とする。 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前３時とする。 

（２） 指数先物取引及び指数オプション

取引 

日中立会及び夜間立会に分かち、各立

会の取引時間は、次のａ及びｂに掲げる

立会の区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。ただし、台湾加権指数

を対象とする指数先物取引の立会は、日

中立会のみとする。 

（２） 指数先物取引及び指数オプション

取引 

日中立会及び夜間立会に分かち、各立

会の取引時間は、次のａ及びｂに掲げる

立会の区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。ただし、日経平均ＶＩ

を対象とする指数先物取引の立会は、日

中立会のみとする。 

ａ 日中立会 ａ 日中立会 

（ａ） オープニング・オークション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

（ａ） オープニング・オークション 

午前９時とする。 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

のうち指数先物取引に係るものを

除く。） 

午前８時４５分とする。 

 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引及び指数オプション取引 

午前９時とする。 

 

（ｂ） レギュラー・セッション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

（ｂ） レギュラー・セッション 

午前９時から午後３時１０分まで
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ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

とする。 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

のうち指数先物取引に係るものを

除く。） 

午前８時４５分から午後３時１

０分までとする。 

 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引及び指数オプション取引 

午前９時から午後３時１０分ま

でとする。 

 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

ｂ 夜間立会 ｂ 夜間立会 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） レギュラー・セッション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

を除く。）及び指数オプション取

引 

午後４時３０分から翌日の午前

５時２５分までとする。 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引 

午後４時３０分から６時５５分

までとする。 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後４時３０分から翌日の午前２

時５５分までとする。 

（ｃ） クロージング・オークション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

を除く。）及び指数オプション取

引 

翌日の午前５時３０分とする。 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引 

午後７時とする。 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前３時とする。 

（３） （略） （３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（売買システムによる取引等） 

第２２条 （略） 

（売買システムによる取引等） 

第２２条 （略） 

２ 指数オプション取引における値段の表示

は、次の各号に掲げる取引対象オプション

の区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

２ 指数オプション取引における値段の表示

は、次の各号に掲げる取引対象オプション

の区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 
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（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション 

１，０００円を１ポイントとして行

う。 

（新設） 

     

（個別競争取引） 

第２４条 （略） 

（個別競争取引） 

第２４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ オープニング・オークション及びクロー

ジング・オークションにおける個別競争取

引は、売呼値の競合、買呼値の競合及び売

呼値と買呼値との争合により、次の各号に

掲げる値段を約定値段とし、前条第２項に

定める呼値の順位に従って、対当する呼値

の間に取引を成立させることにより行う。 

３ オープニング・オークション及びクロー

ジング・オークションにおける個別競争取

引は、売呼値の競合、買呼値の競合及び売

呼値と買呼値との争合により、次の各号に

掲げる値段を約定値段とし、前条第２項に

定める呼値の順位に従って、対当する呼値

の間に取引を成立させることにより行う。 

（１） 売呼値又は買呼値のいずれか一方

に呼値がある値段の最も高い値段より高

い値段のうち最も低い呼値の単位の整数

倍の値段から当該呼値がある値段の最も

低い値段より低い値段のうち最も高い呼

値の単位の整数倍の値段（当該最も低い

値段が呼値の最小単位の値段である場合

は、当該値段）までの範囲内の呼値の単

位の整数倍の値段のうち、売呼値と買呼

値が対当する値段 

（１） 売呼値又は買呼値のいずれか一方

に呼値がある値段のうち、売呼値と買呼

値が対当する値段 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 前号の値段が複数ある場合には、

成行呼値である売呼値の全部の数量及び

当該値段以下の値段による売呼値の全部

の数量の合計数量と成行呼値である買呼

値の全部の数量及び当該値段以上の値段

による買呼値の全部の数量の合計数量と

の差（以下「不均衡数量」という。）が

最小となる値段 

（３） 前号の値段が複数ある場合には、

当該値段以下の値段による売呼値の全部

の数量及び当該値段以上の値段による買

呼値の全部の数量の差（以下「不均衡数

量」という。）が最小となる値段 

（４） （略） （４） （略） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

   

（呼値） 

第２６条 （略） 

（呼値） 

第２６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 取引参加者は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定める間、呼値を行うことができる。ただ

し、ストラテジー取引の呼値は、オープニ

ング・オークション及びレギュラー・セッ

ションにおいてのみ行うことができる。 

３ 取引参加者は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定める間、呼値を行うことができる。ただ

し、ストラテジー取引の呼値は、オープニ

ング・オークション及びレギュラー・セッ

ションにおいてのみ行うことができる。 
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（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 夜間立会 ｃ 夜間立会 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後３時３０分から翌日の午前５

時２５分までの間 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後３時３０分から翌日の午前２

時５５分までの間 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前５時２５分から５時３

０分までの間 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前２時５５分から３時ま

での間 

（２） 指数先物取引及び指数オプション

取引 

（２） 指数先物取引及び指数オプション

取引 

ａ 日中立会 ａ 日中立会 

（ａ） オープニング・オークション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

（ａ） オープニング・オークション 

午前８時から９時までの間 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

のうち指数先物取引に係るものを

除く。） 

午前８時から８時４５分までの

間 

 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引及び指数オプション取引 

午前８時から９時までの間 

 

（ｂ） レギュラー・セッション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午前９時から午後３時１０分まで

の間 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

のうち指数先物取引に係るものを

除く。） 

午前８時４５分から午後３時１

０分までの間 

 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引及び指数オプション取引 

午前９時から午後３時１０分ま

での間 

 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

ｂ 夜間立会 ｂ 夜間立会 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） レギュラー・セッション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

（ｂ） レギュラー・セッション 

午後４時３０分から翌日の午前２

時５５分までの間 
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イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

を除く。）及び指数オプション取

引 

午後４時３０分から翌日の午前

５時２５分までの間 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引 

午後４時３０分から６時５５分

までの間 

（ｃ） クロージング・オークション 

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。 

イ 指数先物取引（ロに掲げる取引

を除く。）及び指数オプション取

引 

翌日の午前５時２５分から５時

３０分までの間 

ロ 日経平均ＶＩを対象とする指数

先物取引 

午後６時５５分から７時までの

間 

（ｃ） クロージング・オークション 

翌日の午前２時５５分から３時ま

での間 

（３） （略） （３） （略） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定めるところによる。 

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００及び

ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

５ポイントとする。ただし、ストラ

テジー取引については、１ポイントと

する。 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００及び

ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

５ポイントとする。ただし、ストラ

テジー取引については、１ポイントと

する。 

ｄ 東証マザーズ指数、ＲＮＰ指数、Ｔ

ＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０及び東証ＲＥ

ＩＴ指数 

０．５ポイントとする。ただし、ス

トラテジー取引については、０．１ポ

イントとする。 

ｄ ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０及び東証ＲＥＩＴ指数 

 

０．５ポイントとする。ただし、ス

トラテジー取引については、０．１ポ

イントとする。 

ｅ （略） ｅ （略） 

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０及び台

湾加権指数 

１ポイントとする。 

ｆ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０ 

 

１ポイントとする。 

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
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（５） 指数オプション取引 （５） 指数オプション取引 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００オプ

ション 

呼値が５０ポイント以下の場合は１

ポイント、５０ポイントを超える場合

は５ポイントとする。ただし、ストラ

テジー取引については１ポイントとす

る。 

（新設） 

９～１２ （略） ９～１２ （略） 

  

（取引単位） 

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。 

（取引単位） 

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 

次のａからｆまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｆまでに定

める額に取引対象指数の数値を乗じて得

た額を１単位として行う。 

（２） 指数先物取引 

次のａからｆまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｆまでに定

める額に取引対象指数の数値を乗じて得

た額を１単位として行う。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 東証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数及び日

経平均・配当指数 

１，０００円 

ｅ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証Ｒ

ＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数 

 

１，０００円 

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾

加権指数及びＦＴＳＥ中国５０インデ

ックス 

１００円 

ｆ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０ 

 

 

１００円 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

     

（取引の一時中断） 

第３３条 本所は、レギュラー・セッション

における先物取引（Ｍｉｎｉ取引及び台湾

加権指数を対象とする指数先物取引を除

く。）の中心限月取引（対象銘柄（取引対

象とする国債証券の標準物をいう。以下同

じ。）又は取引対象指数が当該中心限月取

引と同一の先物取引の限月取引のうち流動

性が最も集中しているものとして本所が指

定する限月取引をいう。以下同じ。）にお

いて、売呼値又は買呼値が次の各号に定め

る値段で行われた後、本所が定める一定の

時間が経過するまでの間に本所が定める値

幅外の値段で取引（ストラテジー取引を除

く。）が成立しない場合には、その直後の

（取引の一時中断） 

第３３条 本所は、レギュラー・セッション

における先物取引（Ｍｉｎｉ取引を除

く。）の中心限月取引（対象銘柄（取引対

象とする国債証券の標準物をいう。以下同

じ。）又は取引対象指数が当該中心限月取

引と同一の先物取引の限月取引のうち流動

性が最も集中しているものとして本所が指

定する限月取引をいう。以下同じ。）にお

いて、売呼値又は買呼値が次の各号に定め

る値段で行われた後、本所が定める一定の

時間が経過するまでの間に本所が定める値

幅外の値段で取引（ストラテジー取引を除

く。）が成立しない場合には、その直後の

本所がその都度定める時から本所が適当と
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本所がその都度定める時から本所が適当と

認める時間を経過するまでの間、対象銘柄

又は取引対象指数が当該中心限月取引と同

一の先物取引について一時中断を行う。た

だし、本所が定める場合その他取引の状況

等を勘案して取引の一時中断を行うことが

適当でないと本所が認める場合には、取引

の一時中断を行わない。 

認める時間を経過するまでの間、対象銘柄

又は取引対象指数が当該中心限月取引と同

一の先物取引について一時中断を行う。た

だし、本所が定める場合その他取引の状況

等を勘案して取引の一時中断を行うことが

適当でないと本所が認める場合には、取引

の一時中断を行わない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

    

（最終清算数値） 

第３６条 最終清算数値は、取引最終日の終

了する日の翌日に定めるものとし、次の各

号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当

該各号に定めるところにより算出した特別

な指数又は数値（以下「特別清算数値」と

いう。）とする。 

（最終清算数値） 

第３６条 最終清算数値は、取引最終日の終

了する日の翌日に定めるものとし、次の各

号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当

該各号に定めるところにより算出した特別

な指数（以下「特別清算数値」という。）

とする。 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

取引最終日の終了する日の翌日におけ

る東京証券取引所が開設する取引所金融

商品市場における各構成銘柄の売買立会

の始めの約定値段（取引最終日の終了す

る日の翌日に約定値段がない銘柄につい

ては、本所が定める値段）に基づき算出

した指数 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＴＯＰＩＸ 

Ｃｏｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び

東証ＲＥＩＴ指数 

取引最終日の終了する日の翌日におけ

る東京証券取引所が開設する取引所金融

商品市場における各構成銘柄の売買立会

の始めの約定値段（取引最終日の終了す

る日の翌日に約定値段がない銘柄につい

ては、本所が定める値段）に基づき算出

した指数 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（５） 台湾加権指数 

本国取引（Ｔａｉｗａｎ Ｆｕｔｕｒ

ｅｓ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｒｐｏｒ

ａｔｉｏｎ（以下「ＴＡＩＦＥＸ」とい

う。）が開設する外国金融商品市場にお

いて取引されている台湾加権指数を対象

とした指数先物取引に類似の取引であっ

て、取引最終日の属する月が本所台湾加

権指数先物取引（本所が開設する金融商

品市場において取引されている台湾加権

指数を対象とする指数先物取引をい

う。）における限月取引と同じ限月取引

をいう。）の最終清算数値としてＴＡＩ

ＦＥＸが算出する数値 

（新設） 

（６） ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

取引最終日の終了する日におけるＦＴ

ＳＥ中国５０インデックスの最終の数値 

（新設） 

（７） 日経平均ＶＩ （５） 日経平均ＶＩ 
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取引最終日の属する月の翌月の第二金

曜日の３０日前に当たる日の本所が定め

る時間における日経平均を対象とする指

数先物取引及び日経平均に係る指数オプ

ション取引の立会の始めの約定値段を用

いて日経平均ＶＩの算出方法に準じて算

出した特別な数値 

取引最終日の属する月の翌月の第二金

曜日の３０日前に当たる日の本所が定め

る時間における日経平均ＶＩの算出方法

に基づき算出した特別な数値の平均値 

（８） （略） （６） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる取引対象指数の区分に従い、当該各号

のいずれかに該当した場合で本所が必要と

認めるときにおける最終清算数値は、本所

がその都度定める日に、本所がその都度定

める。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる取引対象指数の区分に従い、当該各号

のいずれかに該当した場合で本所が必要と

認めるときにおける最終清算数値は、本所

がその都度定める日に、本所がその都度定

める。 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

取引最終日の終了する日の翌日に東京

証券取引所が開設する取引所金融商品市

場における有価証券の売買立会が停止さ

れた場合（東京証券取引所の業務規程第

２９条第３号又は第４号の規定により有

価証券の売買が停止された場合を含

む。） 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＴＯＰＩＸ 

Ｃｏｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び

東証ＲＥＩＴ指数 

取引最終日の終了する日の翌日に東京

証券取引所が開設する取引所金融商品市

場における有価証券の売買立会が停止さ

れた場合（東京証券取引所の業務規程第

２９条第３号又は第４号の規定により有

価証券の売買が停止された場合を含

む。） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０及び

台湾加権指数 

取引最終日の終了する日の翌日の日中

立会終了時までに本国取引（ＮＹダウに

あっては前項第３号、Ｎｉｆｔｙ ５０

にあっては同項第４号、台湾加権指数に

あっては同項第５号に規定する本国取引

をいう。）の最終清算数値が算出されな

かった場合 

（新設） 

（４） ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

  取引最終日の終了する日に、ＳＥＨＫ

が開設する外国金融商品市場における有

価証券の売買が停止された場合又は指数

算出者によるＦＴＳＥ中国５０インデッ

クスの算出若しくは配信が不能となった

場合 

（新設） 

（５） 日経平均ＶＩ 

取引最終日の終了する日の翌日に、第

３２条の規定により日経平均を対象とす

る指数先物取引又は日経平均に係る指数

オプション取引が停止された場合 

（３） 日経平均ＶＩ 

取引最終日の終了する日の翌日に、第

３２条の規定により日経平均に係る指数

オプション取引が停止された場合 

３ 本所は、第１項の規定にかかわらず、最 ３ 本所は、前項の規定にかかわらず、最終
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終決済期日前に特別清算数値に誤りがある

と認められた場合には、再算出された特別

清算数値を最終清算数値とすることができ

る。 

決済期日前に特別清算数値に誤りがあると

認められた場合には、再算出された特別清

算数値を最終清算数値とすることができ

る。 

４ （略） ４ （略） 

  

（オプション清算数値） 

第４０条 （略） 

（オプション清算数値） 

第４０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 本所は、第２項の規定にかかわらず、権

利行使に係る決済の日の前日までに特別清

算数値に誤りがあると認められた場合に

は、再算出された特別清算数値をオプショ

ン清算数値とすることができる。 

４ 本所は、前２項の規定にかかわらず、権

利行使に係る決済の日の前日までに特別清

算数値に誤りがあると認められた場合に

は、再算出された特別清算数値をオプショ

ン清算数値とすることができる。 

５ （略） ５ （略） 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条  この特例は、本所の市場（本所の開

設する取引所金融商品市場をいう。以下同

じ。）のうち立会によらない市場デリバテ

ィブ取引（業務規程第５条第１１号に掲げ

る指数を対象とする指数先物取引及び取引

所外国為替証拠金取引に関する業務規程及

び受託契約準則の特例第１条第１項に規定

する取引所外国為替証拠金取引を除く。以

下同じ。）を行う市場（以下「Ｊ－ＮＥＴ

市場」という。）における市場デリバティ

ブ取引（有価証券等清算取次ぎを除く。）

の受託等について、業務規程及び受託契約

準則の特例を規定する。 

２ （略） 

（目的） 

第１条  この特例は、本所の市場（本所の開

設する取引所金融商品市場をいう。以下同

じ。）のうち立会によらない市場デリバテ

ィブ取引（取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例第１

条第１項に規定する取引所外国為替証拠金

取引を除く。以下同じ。）を行う市場（以

下「Ｊ－ＮＥＴ市場」という。）における

市場デリバティブ取引（有価証券等清算取

次ぎを除く。）の受託等について、業務規

程及び受託契約準則の特例を規定する。 

 

 

２ （略） 

  

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間） 

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。 

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間） 

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。 

（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

午前８時２０分から午後３時１５分ま

で及び午後３時２５分から翌日の午前５

時３０分まで 

（１） 国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引 

午前８時２０分から午後３時１５分ま

で及び午後３時２５分から翌日の午前３

時まで 

（２） 指数先物取引（日経平均ボラティ

リティー・インデックスを対象とする指

数先物取引（以下「日経平均ＶＩ先物取

引」という。）を除く。）及び指数オプ

ション取引 

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から翌日の午前５時３０

分まで 

（２） 指数先物取引（日経平均ボラティ

リティー・インデックスを対象とする指

数先物取引（以下「日経平均ＶＩ先物取

引」という。）を除く。）及び指数オプ

ション取引 

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から翌日の午前３時まで 

（３） 日経平均ＶＩ先物取引及び有価証

券オプション取引 

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から７時まで 

（３） 日経平均ＶＩ先物取引及び有価証

券オプション取引 

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から午後７時まで 

（４） 有価証券オプション取引 

午前８時２０分から午後４時まで 

（新設） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日  
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から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表  

 

新 旧 

（受入証拠金の総額等の計算方法） 

第３３条 （略） 

（受入証拠金の総額等の計算方法） 

第３３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく

国債証券先物取引の相場の変動に基づく利

益に相当する額（当該顧客の委託に基づく

未決済約定（取引最終日における取引が終

了した限月取引に係る未決済約定を除く。

以下同じ。）について、当該未決済約定に

係る約定値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、

約定数値。以下同じ。）と計算する日の清

算値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、清算数

値。以下同じ。）との差益に１億円の１０

０分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）と顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく利益に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差益に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、東証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ

 Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数及び日

経平均・配当指数に係るものにあっては

１，０００円、日経平均に係るＭｉｎｉ取

引、ＪＰＸ日経インデックス４００、ＮＹ

ダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾加権指数及

びＦＴＳＥ中国５０インデックスに係るも

のにあっては１００円を乗じて得た額をい

う。）の合計額から、当該顧客の委託に基

づく国債証券先物取引の相場の変動に基づ

く損失に相当する額（当該顧客の委託に基

づく未決済約定について、当該未決済約定

に係る約定値段と計算する日の清算値段と

の差損に１億円の１００分の１（Ｍｉｎｉ

取引にあっては１０万円）を乗じて得た額

をいう。）と当該顧客の委託に基づく指数

先物取引の相場の変動に基づく損失に相当

する額（当該顧客の未決済約定について、

当該未決済約定に係る約定数値と計算する

日に終了する取引日の清算数値との差損に

東証株価指数に係るＬａｒｇｅ取引、ＲＮ

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく

国債証券先物取引の相場の変動に基づく利

益に相当する額（当該顧客の委託に基づく

未決済約定（取引最終日における取引が終

了した限月取引に係る未決済約定を除く。

以下同じ。）について、当該未決済約定に

係る約定値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、

約定数値。以下同じ。）と計算する日の清

算値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、清算数

値。以下同じ。）との差益に１億円の１０

０分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）と顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく利益に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差益に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ 

５０に係るものにあっては１００円を乗じ

て得た額をいう。）の合計額から、当該顧

客の委託に基づく国債証券先物取引の相場

の変動に基づく損失に相当する額（当該顧

客の委託に基づく未決済約定について、当

該未決済約定に係る約定値段と計算する日

の清算値段との差損に１億円の１００分の

１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万円）を

乗じて得た額をいう。）と当該顧客の委託

に基づく指数先物取引の相場の変動に基づ

く損失に相当する額（当該顧客の未決済約

定について、当該未決済約定に係る約定数

値と計算する日に終了する取引日の清算数

値との差損に東証株価指数に係るＬａｒｇ

ｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及
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Ｐ指数、東証銀行業株価指数、日経平均Ｖ

Ｉ、ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ 

Ｃｏｒｅ３０配当指数に係るものにあって

は１万円、日経平均に係るＬａｒｇｅ取

引、東証株価指数に係るＭｉｎｉ取引、東

証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３

０、東証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当

指数に係るものにあっては１，０００円、

日経平均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経

インデックス４００、ＮＹダウ、Ｎｉｆｔ

ｙ ５０、台湾加権指数及びＦＴＳＥ中国

５０インデックスに係るものにあっては１

００円を乗じて得た額をいう。）の合計額

及び第３６条の規定により払出しを行った

場合の当該払出額の合計額を差し引いて得

た損益額とする。この場合における約定値

段及び約定数値には、法第４５条の規定に

より顧客に契約締結時交付書面の交付を要

しない場合又は金融商品取引業等に関する

内閣府令第１０８条第７項の規定により取

引残高報告書に平均単価を記載することが

できる場合には、本所が定めるところによ

り、平均単価を用いることができる。 

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ 

５０に係るものにあっては１００円を乗じ

て得た額をいう。）の合計額及び第３６条

の規定により払出しを行った場合の当該払

出額の合計額を差し引いて得た損益額とす

る。この場合における約定値段及び約定数

値には、法第４５条の規定により顧客に契

約締結時交付書面の交付を要しない場合又

は金融商品取引業等に関する内閣府令第１

０８条第７項の規定により取引残高報告書

に平均単価を記載することができる場合に

は、本所が定めるところにより、平均単価

を用いることができる。 

 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（国債証券先物オプション取引に係る権利

行使価格の設定） 

第９条の２ （略） 

（国債証券先物オプション取引に係る権利

行使価格の設定） 

第９条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第１３条の５第３項の規定により設

定する新たな権利行使価格は、各限月取引

について、前日に終了する取引日における

５０銭刻みの設定基準価格を上回る既存の

権利行使価格（当該５０銭刻みの設定基準

価格から５０銭刻みで連続して設定されて

いるものに限る。）又は下回る既存の権利

行使価格（当該５０銭刻みの設定基準価格

から５０銭刻みで連続して設定されている

ものに限る。）が９種類以下となった場合

は、その日に、当該５０銭刻みの設定基準

価格を上回る権利行使価格及び下回る権利

行使価格がそれぞれ当該５０銭刻みの設定

基準価格から５０銭刻みで連続して１０種

類となるまで、既存の権利行使価格から５

０銭刻みで設定する。ただし、本所が必要

と認める場合には、設定する権利行使価格

及びその数を変更することができる。 

３ 規程第１３条の５第３項の規定により設

定する新たな権利行使価格は、各限月取引

について、前日に終了する取引日における

５０銭刻みの設定基準価格を上回る既存の

権利行使価格又は下回る既存の権利行使価

格が９種類以下となった場合は、その日

に、当該５０銭刻みの設定基準価格を上回

る権利行使価格及び下回る権利行使価格が

それぞれ１０種類となるまで、既存の権利

行使価格から５０銭刻みで設定する。ただ

し、本所が必要と認める場合には、設定す

る権利行使価格及びその数を変更すること

ができる。 

４ 前項の規定によるほか、取引参加者から

の申請に基づき、全部又は一部の限月取引

について、新たな権利行使価格を設定する

ことができる。 

（新設） 

５ 前２項の規定にかかわらず、権利行使価

格を新たに設定する日が設定することとな

る限月取引の取引最終日の属する月の２０

日以後の日であるときは、当該限月取引に

係る新たな権利行使価格を設定しないこと

ができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、権利行使価格

を新たに設定する日が設定することとなる

限月取引の取引最終日の属する月の２０日

以後の日であるときは、当該限月取引に係

る新たな権利行使価格を設定しないことが

できる。 

  

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定） 

第１０条 （略） 

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定） 

第１０条 （略） 

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設

定する権利行使価格は、次の各号に掲げる

指数オプション取引の対象の区分に従い、

当該各号に定めるところによる。 

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設

定する権利行使価格は、次の各号に掲げる

指数オプション取引の対象の区分に従い、

当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 東証株価指数オプション （２） 東証株価指数オプション 

各限月取引の取引開始日の前日にお

ける５０ポイント刻みの東証株価指数

ａ 特定限月取引以外の限月取引（１

月、４月、７月及び１０月の限月取引
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設定基準値（その日の最終の東証株価

指数の数値に最も近接する５０ポイン

トの整数倍の数値（当該数値が２種類

ある場合は、高い方の数値）をいう。

以下同じ。）及び当該５０ポイント刻

みの東証株価指数設定基準値に近接す

る上下各６種類の５０ポイントの整数

倍の数値とする。 

に限る。）及び特定限月取引 

各限月取引の取引開始日の前日にお

ける５０ポイント刻みの東証株価指数

設定基準値（その日の最終の東証株価

指数の数値に最も近接する５０ポイン

トの整数倍の数値（当該数値が２種類

ある場合は、高い方の数値）をいう。

以下同じ。）及び当該５０ポイント刻

みの東証株価指数設定基準値に近接す

る上下各６種類の５０ポイントの整数

倍の数値とする。 

 ｂ 特定限月取引以外の限月取引（２

月、５月、８月及び１１月の限月取引

に限る。） 

各限月取引の取引開始日の前日にお

ける２５ポイント刻みの東証株価指数

設定基準値（その日の最終の東証株価

指数の数値に最も近接する２５ポイン

トの整数倍の数値（当該数値が２種類

ある場合は、高い方の数値）をいう。

以下同じ。）及び当該２５ポイント刻

みの東証株価指数設定基準値に近接す

る上下各９種類の２５ポイントの整数

倍の数値とする。 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション 

各限月取引の取引開始日の前日におけ

る５００ポイント刻みのＪＰＸ日経イン

デックス４００設定基準値（その日の最

終のＪＰＸ日経インデックス４００の数

値に最も近接する５００ポイントの整数

倍の数値（当該数値が２種類ある場合

は、高い方の数値）をいう。以下同

じ。）及び当該５００ポイント刻みのＪ

ＰＸ日経インデックス４００設定基準値

に近接する上下各８種類の５００ポイン

トの整数倍の数値とする。 

（新設） 

３ 規程第１６条第３項各号の規定により設

定する新たな権利行使価格は、次の各号に

掲げる指数オプション取引の対象の区分に

従い、当該各号に定める方法により設定す

るものとする。ただし、本所が必要と認め

る場合には、設定する権利行使価格及びそ

の数を変更することができる。 

３ 規程第１６条第３項各号の規定により設

定する新たな権利行使価格は、次の各号に

掲げる指数オプション取引の対象の区分に

従い、当該各号に定める方法により設定す

るものとする。ただし、本所が必要と認め

る場合には、設定する権利行使価格及びそ

の数を変更することができる。 

（１） 日経平均オプション 

次のａ及びｂに掲げる限月取引の区分

に従い、当該ａ又はｂに定める場合に該

当したときは、その翌日の午前８時に、

当該ａ又はｂに定める方法により設定す

（１） 日経平均オプション 

次のａ及びｂに掲げる限月取引の区分

に従い、当該ａ又はｂに定める場合に該

当したときは、その翌日の午前８時に、

当該ａ又はｂに定める方法により設定す
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るものとする。 るものとする。 

ａ 通常限月取引 ａ 通常限月取引 

（ａ） 各通常限月取引について、当

該通常限月取引の残存期間が３か月

となる月の第二金曜日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下

この号において「日経平均刻み変更

日」という。）の２日前（休業日を

除外する。以下同じ。）の日まで

に、毎日の２５０円刻みの日経平均

設定基準値を上回る既存の権利行使

価格（当該２５０円刻みの日経平均

設定基準値から２５０円刻みで連続

して設定されているものに限る。）

又は下回る既存の権利行使価格（当

該２５０円刻みの日経平均設定基準

値から２５０円刻みで連続して設定

されているものに限る。）が１５種

類以下となった場合 

当該通常限月取引について、当該

２５０円刻みの日経平均設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権

利行使価格が当該２５０円刻みの日

経平均設定基準値から２５０円刻み

で連続して１６種類となるまで、既

存の権利行使価格から２５０円刻み

で設定する。 

（ａ） 各通常限月取引について、当

該通常限月取引の残存期間が３か月

となる月の第二金曜日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下

この号において「日経平均刻み変更

日」という。）の２日前（休業日を

除外する。以下同じ。）の日まで

に、毎日の２５０円刻みの日経平均

設定基準値を上回る既存の権利行使

価格又は下回る既存の権利行使価格

が１５種類以下となった場合 

 

 

 

 

 

  

当該通常限月取引について、当該

２５０円刻みの日経平均設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権

利行使価格が１６種類となるまで、

既存の権利行使価格から２５０円刻

みで設定する。 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 週次設定限月取引 

毎日の１２５円刻みの日経平均設定

基準値を上回る既存の権利行使価格

（当該１２５円刻みの日経平均設定基

準値から１２５円刻みで連続して設定

されているものに限る。）又は下回る

既存の権利行使価格（当該１２５円刻

みの日経平均設定基準値から１２５円

刻みで連続して設定されているものに

限る。）が７種類以下となった場合 

当該週次設定限月取引について、当

該１２５円刻みの日経平均設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権利

行使価格が当該１２５円刻みの日経平

均設定基準値から１２５円刻みで連続

して８種類となるまで、既存の権利行

使価格から１２５円刻みで設定する。 

ｂ 週次設定限月取引 

毎日の１２５円刻みの日経平均設定

基準値を上回る既存の権利行使価格又

は下回る既存の権利行使価格が７種類

以下となった場合 

 

 

 

 

 

当該週次設定限月取引について、当

該１２５円刻みの日経平均設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権利

行使価格が当該１２５円刻みの日経平

均設定基準値から１２５円刻みで連続

して８種類となるまで、既存の権利行

使価格から１２５円刻みで設定する。 

（２） 東証株価指数オプション 

次のａからｃまでに掲げる場合に該当

したときは、その翌日の午前８時に、当

該ａからｃまでに定める方法により設定

（２） 東証株価指数オプション 

ａ 特定限月取引以外の限月取引（１

月、４月、７月及び１０月の限月取引

に限る。）及び特定限月取引 
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するものとする。 

ａ 各限月取引について、当該限月取引

の残存期間が３か月となる月の第二金

曜日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下この項において「刻み

変更日」という。）の２日前の日まで

に、毎日の５０ポイント刻みの東証株

価指数設定基準値を上回る既存の権利

行使価格（当該５０ポイント刻みの東

証株価指数設定基準値から５０ポイン

ト刻みで連続して設定されているもの

に限る。）又は下回る既存の権利行使

価格（当該５０ポイント刻みの東証株

価指数設定基準値から５０ポイント刻

みで連続して設定されているものに限

る。）が５種類以下となった場合 

当該限月取引について、当該５０ポ

イント刻みの東証株価指数設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権利

行使価格が当該５０ポイント刻みの東

証株価指数設定基準値から５０ポイン

ト刻みで連続して６種類となるまで、

既存の権利行使価格から５０ポイント

刻みで設定する。 

ｂ 各限月取引について、刻み変更日の

前日が到来した場合 

当該限月取引について、当該前日の

２５ポイント刻みの東証株価指数設定

基準値（その日の最終の東証株価指数

の数値に最も近接する２５ポイントの

整数倍の数値（当該数値が２種類ある

場合は、高い方の数値）をいう。以下

同じ。）及び当該２５ポイント刻みの

東証株価指数設定基準値を上回る権利

行使価格又は下回る権利行使価格が当

該前日の２５ポイント刻みの東証株価

指数設定基準値から２５ポイント刻み

で連続して上下各９種類となるまで、

当該２５ポイント刻みの東証株価指数

設定基準値から２５ポイント刻みで設

定する。 

ｃ 各限月取引について、刻み変更日以

降の日に、毎日の２５ポイント刻みの

東証株価指数設定基準値を上回る既存

の権利行使価格（当該２５ポイント刻

みの東証株価指数設定基準値から２５

ポイント刻みで連続して設定されてい

るものに限る。）又は下回る既存の権

利行使価格（当該２５ポイント刻みの

東証株価指数設定基準値から２５ポイ

次の（ａ）から（ｃ）までに定める場

合に該当したときは、その翌日の午前

８時に、当該（ａ）から（ｃ）までに

定める方法により設定するものとす

る。 

（ａ） 各限月取引について、当該限

月取引の残存期間が４か月となる月

の第二金曜日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。以下「東証株

価指数刻み変更日」という。）の２

日前の日までに、毎日の５０ポイン

ト刻みの東証株価指数設定基準値を

上回る既存の権利行使価格又は下回

る既存の権利行使価格が５種類以下

となった場合 

当該限月取引について、当該５０

ポイント刻みの東証株価指数設定基

準値を上回る権利行使価格又は下回

る権利行使価格が６種類となるま

で、既存の権利行使価格から５０ポ

イント刻みで設定する。 

（ｂ） 各限月取引について、東証株

価指数刻み変更日の前日が到来した

場合 

当該限月取引について、当該前日

の２５ポイント刻みの東証株価指数

設定基準値及び当該前日の２５ポイ

ント刻みの東証株価指数設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権

利行使価格が当該前日の２５ポイン

ト刻みの東証株価指数設定基準値か

ら２５ポイント刻みで連続して上下

各９種類となるまで、当該前日の２

５ポイント刻みの東証株価指数設定

基準値から２５ポイント刻みで設定

する。 

（ｃ） 各限月取引について、東証株

価指数刻み変更日以降の日に、毎日

の２５ポイント刻みの東証株価指数

設定基準値を上回る既存の権利行使

価格（当該２５ポイント刻みの東証

株価指数設定基準値から２５ポイン

ト刻みで連続して設定されているも

のに限る。）又は下回る既存の権利

行使価格（当該２５ポイント刻みの

東証株価指数設定基準値から２５ポ

イント刻みで連続して設定されてい

るものに限る。）が８種類以下とな

った場合 

当該限月取引について、当該２５
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ント刻みで連続して設定されているも

のに限る。）が８種類以下となった場

合 

当該限月取引について、当該２５ポ

イント刻みの東証株価指数設定基準値

を上回る権利行使価格又は下回る権利

行使価格が当該２５ポイント刻みの東

証株価指数設定基準値から２５ポイン

ト刻みで連続して９種類となるまで、

既存の権利行使価格から２５ポイント

刻みで設定する。 

ポイント刻みの東証株価指数設定基

準値を上回る権利行使価格又は下回

る権利行使価格が当該２５ポイント

刻みの東証株価指数設定基準値から

２５ポイント刻みで連続して９種類

となるまで、既存の権利行使価格か

ら２５ポイント刻みで設定する。 

ｂ 各特定限月取引以外の限月取引（２

月、５月、８月及び１１月の限月取引

に限る。） 

各限月取引について、毎日の２５

ポイント刻みの東証株価指数設定基

準値を上回る既存の権利行使価格又

は下回る既存の権利行使価格が８種

類以下となった場合、当該限月取引

について、その翌日の午前８時に、

当該２５ポイント刻みの東証株価指

数設定基準値を上回る権利行使価格

又は下回る権利行使価格が９種類と

なるまで、既存の権利行使価格から

２５ポイント刻みで設定する。 

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション 

次のａからｃまでに掲げる場合に該当

したときは、その翌日の午前８時に、当

該ａからｃまでに定める方法により設定

するものとする。 

（新設） 

ａ 各限月取引について、刻み変更日の

２日前の日までに、毎日の５００ポイ

ント刻みのＪＰＸ日経インデックス４

００設定基準値を上回る既存の権利行

使価格（当該５００ポイント刻みのＪ

ＰＸ日経インデックス４００設定基準

値から５００ポイント刻みで連続して

設定されているものに限る。）又は下

回る既存の権利行使価格（当該５００

ポイント刻みのＪＰＸ日経インデック

ス４００設定基準値から５００ポイン

ト刻みで連続して設定されているもの

に限る。）が７種類以下となった場合 

当該限月取引について、当該５００

ポイント刻みのＪＰＸ日経インデック

ス４００設定基準値を上回る権利行使

価格又は下回る権利行使価格が当該５

００ポイント刻みのＪＰＸ日経インデ

ックス４００設定基準値から５００ポ

イント刻みで連続して８種類となるま

で、既存の権利行使価格から５００ポ

イント刻みで設定する。 
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ｂ 各限月取引について、刻み変更日の

前日が到来した場合 

当該限月取引について、当該前日の

２５０ポイント刻みのＪＰＸ日経イン

デックス４００設定基準値（その日の

最終のＪＰＸ日経インデックス４００

の数値に最も近接する２５０ポイント

の整数倍の数値（当該数値が２種類あ

る場合は、高い方の数値）をいう。以

下同じ。）及び当該２５０ポイント刻

みのＪＰＸ日経インデックス４００設

定基準値を上回る権利行使価格又は下

回る権利行使価格が当該前日の２５０

ポイント刻みのＪＰＸ日経インデック

ス４００設定基準値から２５０ポイン

ト刻みで連続して上下各８種類となる

まで、当該２５０ポイント刻みのＪＰ

Ｘ日経インデックス４００設定基準値

から２５０ポイント刻みで設定する。 

 

ｃ 各限月取引について、刻み変更日以

降の日に、毎日の２５０ポイント刻み

のＪＰＸ日経インデックス４００設定

基準値を上回る既存の権利行使価格

（当該２５０ポイント刻みのＪＰＸ日

経インデックス４００設定基準値から

２５０ポイント刻みで連続して設定さ

れているものに限る。）又は下回る既

存の権利行使価格（当該２５０ポイン

ト刻みのＪＰＸ日経インデックス４０

０設定基準値から２５０ポイント刻み

で連続して設定されているものに限

る。）が７種類以下となった場合 

当該限月取引について、当該２５０

ポイント刻みのＪＰＸ日経インデック

ス４００設定基準値を上回る権利行使

価格又は下回る権利行使価格が当該２

５０ポイント刻みのＪＰＸ日経インデ

ックス４００設定基準値から２５０ポ

イント刻みで連続して８種類となるま

で、既存の権利行使価格から２５０ポ

イント刻みで設定する。 

 

４ 前項の規定によるほか、取引参加者から

の申請に基づき、全部又は一部の限月取引

について、新たな権利行使価格を設定する

ことができる。 

（新設） 

５ 前２項の規定にかかわらず、権利行使価

格を新たに設定する日が、設定することと

なる限月取引の取引最終日と同一の週に属

する場合には、当該限月取引に係る新たな

４ 前項の規定にかかわらず、権利行使価格

を新たに設定する日が、設定することとな

る限月取引の取引最終日と同一の週に属す

る場合には、当該限月取引に係る新たな権
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権利行使価格は、設定しないことができ

る。 

利行使価格は、設定しないことができる。 

  

（呼値の条件） 

第１５条 （略） 

（呼値の条件） 

第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２６条第７項本文の規定により、

取引参加者は呼値を行おうとするときは、

次の各号に定める条件を付すことができる

（第１号及び第２号の条件にあっては、同

第２４条第２項に規定する取引を行ってい

る場合に限る。）。ただし、取引管理上本

所が必要と認める場合には、本所は当該条

件を付して呼値を行うことを停止すること

ができる。 

３ 規程第２６条第７項本文の規定により、

取引参加者は呼値を行おうとするときは、

次の各号に定める条件を付すことができる

（第１号及び第２号の条件にあっては、同

第２４条第２項に規定する取引を行ってい

る場合に限る。）。ただし、取引管理上本

所が必要と認める場合には、本所は当該条

件を付して呼値を行うことを停止すること

がきる。 

（１） 対当値段売条件 

最も高い値段の買呼値と同じ値段の売

呼値となる条件、又は、対当する買呼値

がないときは効力を失う条件とする。 

（１） 最良売指値条件 

最も高い値段の買呼値と同じ値段の売

呼値となる条件、又は、対当する買呼値

がない場合にあって、売呼値があるとき

は最も低い値段の売呼値より低い値段の

うち最も高い呼値の単位の整数倍の値段

（当該最も低い値段の売呼値が次条第１

項に規定する呼値の制限値幅の下限の値

段である場合は、当該下限の値段）の売

呼値となる条件若しくは売呼値がないと

きは効力を失う条件とする。 

（２） 対当値段買条件 

最も低い値段の売呼値と同じ値段の買

呼値となる条件、又は、対当する売呼値

がないときは効力を失う条件とする。 

（２） 最良買指値条件 

最も低い値段の売呼値と同じ値段の買

呼値となる条件、又は、対当する売呼値

がない場合にあって、買呼値があるとき

は最も高い値段の買呼値より高い値段の

うち最も低い呼値の単位の整数倍の値段

（当該最も高い値段の買呼値が次条第１

項に規定する呼値の制限値幅の上限の値

段である場合は、当該上限の値段）の買

呼値となる条件若しくは買呼値がないと

きは効力を失う条件とする。 

（３） （略） （３） （略） 

４ ストラテジー取引に係る第１項及び前項

の規定の適用については、第１項中「当該

各号に定める条件」とあるのは「当該各号

に定める条件（先物取引以外の市場デリバ

ティブ取引については、第２号を除

く。）」と、前項中「次の各号に定める条

件」とあるのは「次の各号に定める条件

（第３号を除く。）」と、「買呼値」とあ

るのは「ストラテジー買呼値」と、「売呼

値」とあるのは「ストラテジー売呼値」

４ ストラテジー取引に係る第１項及び前項

の規定の適用については、第１項中「当該

各号に定める条件」とあるのは「当該各号

に定める条件（国債証券先物取引以外の市

場デリバティブ取引については、第２号を

除く。）」と、前項中「次の各号に定める

条件」とあるのは「次の各号に定める条件

（第３号を除く。）」と、「買呼値」とあ

るのは「ストラテジー買呼値」と、「売呼

値」とあるのは「ストラテジー売呼値」
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と、「値段」とあるのは「ストラテジー値

段」とする。 

と、「値段」とあるのは「ストラテジー値

段」とする。 

  

（呼値の制限値幅） 

第１６条 （略） 

（呼値の制限値幅） 

第１６条 （略） 

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。 

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引 

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏ

ｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び東

証ＲＥＩＴ指数 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

取引日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。）の２５日前の応当日

（休業日を除外する。以下日数計算に

おいて同じ。）に終了する取引日から

起算して２０日間における取引対象指

数ごとの中心限月取引（取引対象指数

が当該中心限月取引と同一の指数先物

取引の限月取引のうち流動性が最も集

中しているものとして本所が指定する

限月取引をいう。）に係る毎取引日の

第５項に規定する呼値の制限値幅の基

準値段（第６項の規定により定める呼

値の制限値幅の基準値段を含む。）の

平均値（次項第２号ａにおいて「国内

指数制限値幅算定基準値」という。）

に１００分の８を乗じて得た数値（日

経平均に係るものにあっては１０円の

整数倍の数値でないときは、１０円の

整数倍の数値に切り下げ、ＪＰＸ日経

インデックス４００に係るものにあっ

ては５ポイントの整数倍の数値でない

ときは、５ポイントの整数倍の数値に

切り下げ、東証株価指数、東証マザー

ズ指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０及び東証ＲＥＩＴ指数に係

るものにあっては０．５ポイントの整

数倍の数値でないときは、０．５ポイ

ントの整数倍の数値に切り下げ、東証

銀行業株価指数に係るものにあっては

０．１ポイントの整数倍の数値でない

ときは、０．１ポイントの整数倍の数

値に切り下げる。次項第２号ａにおい

て同じ。）とする。 

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、ＲＮＰ指数、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行

業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる

取引日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。）の２５日前の応当日

（休業日を除外する。以下日数計算に

おいて同じ。）に終了する取引日から

起算して２０日間における取引対象指

数ごとの中心限月取引（取引対象指数

が当該中心限月取引と同一の指数先物

取引の限月取引のうち流動性が最も集

中しているものとして本所が指定する

限月取引をいう。）に係る毎取引日の

第５項に規定する呼値の制限値幅の基

準値段（第６項の規定により定める呼

値の制限値幅の基準値段を含む。）の

平均値（次項第２号ａにおいて「国内

指数制限値幅算定基準値」という。）

に１００分の８を乗じて得た数値（日

経平均に係るものにあっては１０円の

整数倍の数値でないときは、１０円の

整数倍の数値に切り下げ、ＪＰＸ日経

インデックス４００に係るものにあっ

ては５ポイントの整数倍の数値でない

ときは、５ポイントの整数倍の数値に

切り下げ、東証株価指数、ＲＮＰ指

数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０及び東

証ＲＥＩＴ指数に係るものにあっては

０．５ポイントの整数倍の数値でない

ときは、０．５ポイントの整数倍の数

値に切り下げ、東証銀行業株価指数に

係るものにあっては０．１ポイントの

整数倍の数値でないときは、０．１ポ

イントに切り下げる。次項第２号ａに

おいて同じ。）とする。 
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（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

ｄ 台湾加権指数 

３月、６月、９月及び１２月の各月

の末日（台湾における該当日が台湾加

権指数が算出されない予定の日に当た

るときは、順次繰り上げる。）におけ

る台湾加権指数の最終の数値に１００

分の１０を乗じて得た数値（１ポイン

トの整数倍の数値でないときは、１ポ

イントの整数倍の数値に切り下げ

る。）とする。 

（新設） 

ｅ ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

３月、６月、９月及び１２月の各月

の末日（香港における該当日がＦＴＳ

Ｅ中国５０インデックスが算出されな

い予定の日に当たるときは、順次繰り

上げる。）におけるＦＴＳＥ中国５０

インデックスの最終の数値（次項第２

号ｄにおいて「ＦＴＳＥ中国５０イン

デックス制限値幅算定基準値」とい

う。）に１００分の１０を乗じて得た

数値（５ポイントの整数倍の数値でな

いときは、５ポイントの整数倍の数値

に切り下げる。次項第２号ｄにおいて

同じ。）とする。 

（新設） 

ｆ （略） ｄ （略） 

ｇ （略） ｅ （略） 

ｈ （略） ｆ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 指数オプション取引 

先物取引制限値幅算定基準値（当該指

数オプション取引の対象指数と同一の指

数を取引対象とする指数先物取引につい

て、第２号ａの規定により算出した制限

値幅算定基準値をいう。以下この号及び

次項第４号において同じ。）に、次の基

準値段の区分に従い、当該区分に定める

値を乗じて得た数値（日経平均に係るも

のにあっては１０円の整数倍の数値でな

いときは、１０円の整数倍の数値に切り

下げ、東証株価指数に係るものにあって

は０．５ポイントの整数倍の数値ではな

いときは、０．５ポイントの整数倍の数

値に切り下げ、ＪＰＸ日経インデックス

４００に係るものにあっては５ポイント

の整数倍の数値でないときは、５ポイン

トの整数倍の数値に切り下げる。次項第

（５） 指数オプション取引 

先物取引制限値幅算定基準値（当該指

数オプション取引の対象指数と同一の指

数を取引対象とする指数先物取引につい

て、第２号ａの規定により算出した制限

値幅算定基準値をいう。次項第４号にお

いて同じ。）に１００分の１１を乗じて

得た数値（日経平均に係るものにあって

は１０円の整数倍の数値でないときは、

１０円の整数倍の数値に切り下げ、東証

株価指数に係るものにあっては０．５ポ

イントの整数倍の数値ではないときは、

０．５ポイントの数値に切り下げる。次

項第４号において同じ。）とする。 
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４号において同じ。）とする。 

ａ 日経平均オプション （新設） 

基準値段   

先物取引制限値幅

算定基準値に乗じ

る値 

 

５０円未満 

の場合 
１００分の４ 

５０円以上 ２００円〃 １００分の６ 

２００円〃 ５００円〃 １００分の８ 

５００円以

上の場合 
  １００分の１１

 

 

ｂ 東証株価指数オプション （新設） 

基準値段   

先物取引制限値幅

算定基準値に乗じ

る値 

 

５ポイント 

未満の場合 
１００分の４ 

５ポイント

以上 

２０ポイン

ト〃 
１００分の６ 

２０ポイン

ト〃 

５０ポイン

ト〃 
１００分の８ 

５０ポイン

ト以上の場

合 

  １００分の１１

 

 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００オプ

ション 

（新設） 

基準値段   

先物取引制限値幅

算定基準値に乗じ

る値 

 

５０ポイン

ト未満の場

合 

１００分の４ 

５０ポイン

ト以上 

２００ポイ

ント〃 
１００分の６ 

２００ポイ

ント〃 

５００ポイ

ント〃 
１００分の８ 

５００ポイ

ント以上の

場合 

  １００分の１１

 

 

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引 

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏ

ｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び東

証ＲＥＩＴ指数 

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、ＲＮＰ指数、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行

業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略） 

ｂ ＮＹダウ 

前ａの規定は、ＮＹダウを対象とす

る指数先物取引について準用する。こ

の場合において、「第一次拡大制限値

幅（国内指数制限値幅算定基準値に１

００分の１２を乗じて得た数値をい

う。（ｃ）において同じ。）」とある

のは「第一次拡大制限値幅（ＮＹダウ

制限値幅算定基準値に１００分の１３

を乗じて得た数値をいう。（ｃ）にお

いて同じ。）」と、「第二次拡大制限

値幅（国内指数制限値幅算定基準値に

１００分の１６を乗じて得た数値をい

う。（ｄ）において同じ。）」とある

のは「第二次拡大制限値幅（ＮＹダウ

制限値幅算定基準値に１００分の２０

を乗じて得た数値をいう。（ｄ）にお

いて同じ。）」と読み替えるものとす

る。 

ｂ ＮＹダウ 

前ａの規定は、ＮＹダウを対象とす

る指数先物取引について準用する。こ

の場合において、「第一次拡大制限値

幅（国内指数制限値幅算定基準値に１

００分の１２を乗じて得た数値をい

う。（ｃ）において同じ。）」とある

のは「第一次拡大制限値幅（ＮＹダウ

制限値幅算定基準値に１００分の１３

を乗じて得た数値をいう。）」と、

「第二次拡大制限値幅（国内指数制限

値幅算定基準値に１００分の１６を乗

じて得た数値をいう。（ｄ）において

同じ。）」とあるのは「第二次拡大制

限値幅（ＮＹダウ制限値幅算定基準値

に１００分の２０を乗じて得た数値を

いう。）」と読み替えるものとする。 

ｃ Ｎｉｆｔｙ ５０ 

ａの規定は､Ｎｉｆｔｙ ５０を対象

とする指数先物取引について準用する｡

この場合において､｢第一次拡大制限値

幅（国内指数制限値幅算定基準値に１

００分の１２を乗じて得た数値をいう｡

（ｃ）において同じ｡）｣とあるのは｢第

一次拡大制限値幅（Ｎｉｆｔｙ ５０

制限値幅算定基準値に１００分の１５

を乗じて得た数値をいう｡（ｃ）におい

て同じ｡）｣と､｢第二次拡大制限値幅

（国内指数制限値幅算定基準値に１０

０分の１６を乗じて得た数値をいう｡

（ｄ）において同じ｡）｣とあるのは｢第

二次拡大制限値幅（Ｎｉｆｔｙ ５０

制限値幅算定基準値に１００分の２０

を乗じて得た数値をいう｡（ｄ）におい

て同じ｡）｣と読み替えるものとする｡ 

ｃ Ｎｉｆｔｙ ５０ 

ａの規定は､Ｎｉｆｔｙ ５０を対象

とする指数先物取引について準用する｡

この場合において､｢第一次拡大制限値

幅（国内指数制限値幅算定基準値に１

００分の１２を乗じて得た数値をいう｡

（ｃ）において同じ｡）｣とあるのは｢第

一次拡大制限値幅（Ｎｉｆｔｙ ５０

制限値幅算定基準値に１００分の１５

を乗じて得た数値をいう｡）｣と､｢第二

次拡大制限値幅（国内指数制限値幅算

定基準値に１００分の１６を乗じて得

た数値をいう｡（ｄ）において同じ｡）｣

とあるのは｢第二次拡大制限値幅（Ｎｉ

ｆｔｙ ５０制限値幅算定基準値に１

００分の２０を乗じて得た数値をい

う｡）｣と読み替えるものとする｡ 

ｄ ＦＴＳＥ中国５０インデックス 

ａの規定は、ＦＴＳＥ中国５０イン

デックスを対象とする指数先物取引に

ついて準用する。この場合において、

「第一次拡大制限値幅（国内指数制限

（新設） 
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値幅算定基準値に１００分の１２を乗

じて得た数値をいう。（ｃ）において

同じ。）」とあるのは「第一次拡大制

限値幅（ＦＴＳＥ中国５０インデック

ス制限値幅算定基準値に１００分の１

５を乗じて得た数値をいう。（ｃ）に

おいて同じ。）」と、「第二次拡大制

限値幅（国内指数制限値幅算定基準値

に１００分の１６を乗じて得た数値を

いう。（ｄ）において同じ。）」とあ

るのは「第二次拡大制限値幅（ＦＴＳ

Ｅ中国５０インデックス制限値幅算定

基準値に１００分の２０を乗じて得た

数値をいう。（ｄ）において同

じ。）」と読み替えるものとする。 

ｅ 日経平均ＶＩ ｄ 日経平均ＶＩ 

（ａ） 呼値の制限値幅の下限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の下限について、

前項第２号ｆに規定する数値及び５

ポイントに下限の拡大回数を乗じて

得た数値を基準値段から減じて得た

数値に変更する（当該数値が正の値

とならない場合は、０．０５ポイン

ト）。 

（ａ） 呼値の制限値幅の下限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の下限について、

前項第２号ｄに規定する数値及び５

ポイントに下限の拡大回数を乗じて

得た数値を基準値段から減じて得た

数値に変更する（当該数値が正の値

とならない場合は、０．０５ポイン

ト）。 

（ｂ） 呼値の制限値幅の上限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の上限について、

前項第２号ｆに規定する数値及び５

ポイントに上限の拡大回数を乗じて

得た数値を基準値段に加えて得た数

値に変更する。 

（ｂ） 呼値の制限値幅の上限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の上限について、

前項第２号ｄに規定する数値及び５

ポイントに上限の拡大回数を乗じて

得た数値を基準値段に加えて得た数

値に変更する。 

ｆ 日経平均・配当指数 ｅ 日経平均・配当指数 

（ａ） 呼値の制限値幅の下限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の下限について、

前項第２号ｇに規定する数値及び２

５円に下限の拡大回数を乗じて得た

数値を基準値段から減じて得た数値

に変更する。 

（ａ） 呼値の制限値幅の下限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の下限について、

前項第２号ｅに規定する数値及び２

５円に下限の拡大回数を乗じて得た

数値を基準値段から減じて得た数値

に変更する。 

（ｂ） 呼値の制限値幅の上限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の上限について、

前項第２号ｇに規定する数値及び２

５円に上限の拡大回数を乗じて得た

数値を基準値段に加えて得た数値に

変更する。 

（ｂ） 呼値の制限値幅の上限を拡大

する場合 

呼値の制限値幅の上限について、

前項第２号ｅに規定する数値及び２

５円に上限の拡大回数を乗じて得た

数値を基準値段に加えて得た数値に

変更する。 

ｇ ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ

 Ｃｏｒｅ３０配当指数 

ｆ ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ

 Ｃｏｒｅ３０配当指数 
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前ｆの規定は、ＴＯＰＩＸ配当指数

及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数を対象とする指数先物取引について

準用する。この場合において、「前項

第２号ｇ」とあるのは「前項第２号

ｈ」と、「２５円」とあるのは「２．

５ポイント」と読み替えるものとす

る。 

前ｅの規定は、ＴＯＰＩＸ配当指数

及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数を対象とする指数先物取引について

準用する。この場合において、「前項

第２号ｅ」とあるのは「前項第２号

ｆ」と、「２５円」とあるのは「２．

５ポイント」と読み替えるものとす

る。 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 指数オプション取引 （４） 指数オプション取引 

ａ 当取引日において初めて呼値の制限

値幅の下限を拡大する場合 

呼値の制限値幅の下限について、第

一次拡大制限値幅（前項第５号に定め

る数値に先物取引制限値幅算定基準値

に１００分の３を乗じて得た数値を加

えて得た数値をいう。ｂ及びｃにおい

て同じ。）を基準値段から減じて得た

数値に変更する。 

ａ 当取引日において初めて呼値の制限

値幅の下限を拡大する場合 

呼値の制限値幅の下限について、第

一次拡大制限値幅（先物取引制限値幅

算定基準値に１００分の１４を乗じて

得た数値をいう。ｃにおいて同じ。）

を基準値段から減じて得た数値に変更

する。 

ｂ 当取引日において呼値の制限値幅の

下限を１回拡大している場合 

呼値の制限値幅の下限について、第

二次拡大制限値幅（第一次拡大制限値

幅に先物取引制限値幅算定基準値に１

００分の３を乗じて得た数値を加えて

得た数値をいう。ｄにおいて同じ。）

を基準値段から減じて得た数値に変更

する。 

ｂ 当取引日において呼値の制限値幅の

下限を１回拡大している場合 

呼値の制限値幅の下限について、第

二次拡大制限値幅（先物取引制限値幅

算定基準値に１００分の１７を乗じて

得た数値をいう。ｄにおいて同じ。）

を基準値段から減じて得た数値に変更

する。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。 

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引 

ａ Ｍｉｎｉ取引を除く指数先物取引 

前取引日の当該限月取引の清算数値

（クリアリング機構が指数先物取引の

清算数値として定める数値をいう。以

下同じ。）とする。ただし、前取引日

に当該限月取引の清算数値がない場合

は、日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、東証マザー

ズ指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び

東証ＲＥＩＴ指数にあっては別表２に

より算出した理論価格（当該理論価格

ａ Ｍｉｎｉ取引を除く指数先物取引 

前取引日の当該限月取引の清算数値

（クリアリング機構が指数先物取引の

清算数値として定める数値をいう。以

下同じ。）とする。ただし、前取引日

に当該限月取引の清算数値がない場合

は、日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＲＮＰ指

数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数

にあっては別表２により算出した理論

価格（当該理論価格が呼値の単位の整
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が呼値の単位の整数倍でないときは、

当該理論価格に最も近接する呼値の単

位の整数倍の値段（該当する値段が二

つある場合は、高い方の値段））、Ｎ

Ｙダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾加権

指数、ＦＴＳＥ中国５０インデック

ス、日経平均ＶＩ及び配当指数にあっ

ては当該限月取引の直前に取引最終日

を迎える限月取引の清算数値とする。 

数倍でないときは、当該理論価格に最

も近接する呼値の単位の整数倍の値段

（該当する値段が二つある場合は、高

い方の値段））、ＮＹダウ、Ｎｉｆｔ

ｙ ５０、日経平均ＶＩ及び配当指数

にあっては当該限月取引の直前に取引

最終日を迎える限月取引の清算数値と

する。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

６ （略） ６ （略） 

  

（呼値に関する事項） 

第１７条 規程第２６条第１２項の規定によ

り、市場デリバティブ取引の呼値に関し、

本所が定める事項は、次の各号に定める事

項とする。 

（呼値に関する事項） 

第１７条 規程第２６条第１２項の規定によ

り、市場デリバティブ取引の呼値に関し、

本所が定める事項は、次の各号に定める事

項とする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 呼値の訂正及び取消しの制限 

取引参加者は、オープニング・オーク

ション及び夜間立会のクロージング・オ

ークションの取引時間の直前１分間にお

いては、取引の状況等を勘案して本所が

指定する市場デリバティブ取引の呼値

（本所が定める条件に該当する過誤のあ

る呼値を除く。）の訂正及び取消しを行

うことができない。 

（新設） 

２ （略） ２ （略） 

  

（取引の一時中断） 

第２０条 （略） 

（取引の一時中断） 

第２０条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。 

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引 

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏ

ｒｅ３０、東証銀行業株価指数及び東

証ＲＥＩＴ指数 

規程第３３条第５項に規定する基準

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日

経インデックス４００、ＲＮＰ指数、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証銀行

業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数 

 

規程第３３条第５項に規定する基準
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値段（以下この号及び第５号において

単に「基準値段」という。）に１００

０分の８を乗じて得た数値とする。 

値段（以下この号及び第５号において

単に「基準値段」という。）に１００

０分の８を乗じて得た数値とする。 

ｂ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾

加権指数及びＦＴＳＥ中国５０インデ

ックス 

基準値段に１００分の１を乗じて得

た数値とする。 

ｂ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０ 

 

 

基準値段に１００分の１を乗じて得

た数値とする。 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

６ （略） ６ （略） 

  

（特別清算数値算出に係る値段） 

第２２条 規程第３６条第１項第１号及び第

２号並びに第４０条第２項に規定する約定

値段に関し、これらのかっこ書に規定する

本所が定める値段は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の取引対象指数又は対

象指数の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

（特別清算数値算出に係る値段） 

第２２条 規程第３６条第１項第１号及び第

２号並びに第４０条第２項に規定する約定

値段に関し、これらのかっこ書に規定する

本所が定める値段は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の取引対象指数又は対

象指数の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、東証マザーズ

指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

ＲＥＩＴ指数及び東証銀行業株価指数 

（１） 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＴＯＰＩＸ 

Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数及び東

証銀行業株価指数 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

２ 規程第３６条第１項第７号に規定する本

所が定める時間は、日経平均に係る指数オ

プション取引の日中立会開始時から１０分

間（同号に掲げる特別な数値の算出に用い

る日経平均を対象とする指数先物取引の限

月取引について、規程第３３条第１項の規

定により取引の一時中断が行われた時間を

除く。）とする。 

２ 規程第３６条第１項第５号に規定する本

所が定める時間は１０分間（日経平均に係

る指数オプション取引における第二限月取

引（最初に取引最終日が到来する限月取引

の次に取引最終日が到来する限月取引をい

う。）について、規程第３２条各号の規定

により取引の停止が行われた時間及び同規

程第３３条の規定により取引の一時中断が

行われた時間を除く。）とする。 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） 

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規

定する本所が定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、所定の報告書に本所が必要

と認める書類を添付して報告するものとす

る。 

（報告事項） 

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規

定する本所が定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、所定の報告書に本所が必要

と認める書類を添付して報告するものとす

る。 

（１）～（１）の３ （略） （１）～（１）の３ （略） 

（２） 第５条の５第１号に規定するポジ

ションの管理に関する事項を定めた社内

規則、損失の危険の管理方法、業務分掌

の方法その他の業務の内容及び方法（認

可を受けた業務に係るものを含む。）を

定めたとき又は変更したとき。 

（２） 第５条の５に規定するポジション

の管理に関する事項を定めた社内規則、

損失の危険の管理方法、業務分掌の方法

その他の業務の内容及び方法（認可を受

けた業務に係るものを含む。）を定めた

とき又は変更したとき。 

（２）の２～（２６） （略） （２）の２～（２６） （略） 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（ポジションに関するリスク管理） 

 

第５条の５ 取引参加者は、取引参加者規程

第２１条の３に規定するポジションに関す

るリスク管理として、次の各号に掲げる事

項を実施しなければならない。 

（ポジション管理に関する社内規則の制

定） 

第５条の５ 取引参加者は、取引参加者規程

第２１条の３に規定するポジションの管理

に関する事項を定めた社内規則を制定しな

ければならない。 

（１） ポジションの管理に関する事項を

定めた社内規則の制定 

（新設） 

（２） 本所の市場における自動的な注文

（委託注文については、顧客が自動的に

取引参加者に委託するものに限る。）の

発注に係るシステムにより発生し得るポ

ジションに関する適切と認められる管理 

（新設） 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 

 

  

 



36 

 

取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引参加者料金） 

第２条 （略） 

（取引参加者料金） 

第２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、その額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。 

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、当該額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 

次のａからｃまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｃまでに定

める金額とする。 

（２） 指数先物取引 

次のａからｃまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｃまでに定

める金額とする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指数、

ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾加

権指数、ＦＴＳＥ中国５０インデック

ス及び日経平均ＶＩ ５円 

ｂ ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指数、

ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０及び日経

平均ＶＩ ５円 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００、東

証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数、日経平

均・配当指数、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数

 １円 

ｃ ＪＰＸ日経インデックス４００、Ｔ

ＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩ

Ｔ指数、日経平均・配当指数、ＴＯＰ

ＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０配当指数 １円 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて
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算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。 

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指数先物取引 

次のａからｇまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｇまでに定

める金額とする。 

（２） 指数先物取引 

次のａからｇまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｇまでに定

める金額とする。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ ＪＰＸ日経インデックス４００、東

証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０及び東証ＲＥＩＴ指数 ７円 

ｅ ＪＰＸ日経インデックス４００、Ｔ

ＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０及び東証ＲＥ

ＩＴ指数 ７円 

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、台湾

加権指数、ＦＴＳＥ中国５０インデッ

クス、日経平均・配当指数、ＴＯＰＩ

Ｘ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０配当指数 ４０円 

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、日経

平均・配当指数、ＴＯＰＩＸ配当指数

及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数 ４０円 

ｇ （略） ｇ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 指数オプション取引 

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る率又は金額とする。 

（５） 指数オプション取引 

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る率又は金額とする。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション 

４０円 

ｂ 東証株価指数オプション ４０円 

（６） （略） （６） （略） 

７～９ （略） ７～９ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 

 

３ この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）の属する月分のデリバティブ売

買システム接続料の額は、施行日の前日ま

での分は、改正前の別表３第２項中「当月

の月末時点」とあるのを「施行日の前営業

日現在」と読み替えて同表の規定により算

出したものを、施行日以降の分は、改正後
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の別表３第２項中「当月の第一営業日現

在」とあるのを「施行日現在」と読み替え

て同表の規定により算出したものを、本所

が定めるところにより、それぞれ日割り計

算した額とする。 

  

 

別表１ 

 

別表１ 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。 

取引の区分 
取引対象の区

分 

算

出

の

基

準 

取引手数料率

等 

 

（略） 

指数先物取

引（Ｍｉｎ

ｉ取引を除

く。） 

（略） 

ＪＰＸ日経イ

ンデックス４

００、東証マ

ザーズ指数、

ＴＯＰＩＸ 

Ｃｏｒｅ３０

及び東証ＲＥ

ＩＴ指数 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

７円

（略） 

ＮＹダウ、Ｎ

ｉｆｔｙ ５

０、台湾加権

指数及びＦＴ

ＳＥ中国５０

インデックス 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

４０円

（略） 

（略） 

指数オプシ

ョン取引 

日経平均オプ

ション（通常

取

引

売付け又は買

付けごとに 

 

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。 

取引の区分
取引対象の区

分 

算

出

の

基

準 

取引手数料率

等 

 

（略） 

指数先物取

引（Ｍｉｎ

ｉ取引を除

く。） 

（略） 

ＪＰＸ日経イ

ンデックス４

００、ＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏｒ

ｅ３０及び東

証ＲＥＩＴ指

数 

 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

７円

（略） 

ＮＹダウ及び

Ｎｉｆｔｙ 

５０ 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

４０円

（略） 

 

（略） 

 

指数オプシ

ョン取引 

日経平均オプ

ション（通常

取

引
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限月取引） 代

金 

取引代金に、

別表２に定め

る取引手数料

率を乗じて得

た額 

（略） 

東証株価指数

オプション及

びＪＰＸ日経

インデックス

４００オプシ

ョン 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

４０円

 

（略） 

 

 

 

限月取引） 代

金 

取引代金の合

計額に、別表

２に定める取

引手数料率を

乗じて得た額

（略） 

東証株価指数

オプション 

取

引

数

量 

売付け又は買

付けごとに 

１取引単位に

つき 

４０円

 

（略） 

 

  
 

（注１）～（注４） （略） （注１）～（注４） （略） 

（注５） 日経平均オプション取引（週

次設定限月取引を除く。）において、

売付け又は買付けごとの１取引単位当

たりの取引手数料が５円未満である場

合は、これを５円とし、当該取引手数

料が３５０円を超える場合は、これを

３５０円とする。 

（注５） 日経平均オプション取引（週

次設定限月取引を除く。）において、

売付け若しくは買付けごとの１取引単

位当たりの取引手数料が３５０円を超

える場合は、３５０円とする。 

（注６） （略） （注６） （略） 

 

別表２ 

 

別表２ 

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率 

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率 

 

別表１における日経平均、東証株価指数

及び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯ

ＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０配当指数をいう。以下同じ。）を対象

とする市場デリバティブ取引に係る取引手

数料率（小数点以下第３位未満の端数（第

４号にあっては、小数点以下第８位未満の

端数）があるときは、これを切り捨てる。

以下同じ。）は、各取引参加者について、

次に掲げる区分に応じて、当該区分に定め

るところによる。ただし、先物取引等取引

資格を取得した日に属する月から４か月を

経過するまでの間の当該取引参加者に係る

取引手数料率は、本所がその都度定める。 

 

別表１における日経平均、東証株価指数

及び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯ

ＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０配当指数をいう。以下同じ。）を対象

とする市場デリバティブ取引に係る取引手

数料率（小数点以下第３位未満の端数（第

４号にあっては、小数点以下第８位未満の

端数）があるときは、これを切り捨てる。

以下同じ。）は、各取引参加者について、

次に掲げる区分に応じて、当該区分に定め

るところによる。ただし、先物取引等取引

資格を取得した日に属する月から４か月を

経過するまでの間の当該取引参加者に係る

取引手数料率は、本所がその都度定める。 

（１） 日経平均を対象とした指数先物取

引 

（１） 日経平均を対象とした指数先物取

引 

ａ 顧客の委託に基づくＬａｒｇｅ取引 ａ 顧客の委託に基づくＬａｒｇｅ取引 
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当該取引参加者の顧客の委託に基づ

くＬａｒｇｅ取引に係る月次平均取引

数量（４か月前の１日（休業日（業務

規程第１９条第１項に規定する休業日

をいい、同条第２項に規定する臨時休

業日を含む。以下同じ。）に当たると

きは、順次繰り下げる。以下同じ。）

に終了する取引日から２か月前の末日

（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）に終了する取引日までの３か

月間の取引数量（ギブアップが成立し

た場合は、注文執行取引参加者の取引

数量とみなす。以下同じ。）の合計を

３で除して得た数値（小数点以下第１

位未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）をいう。以下同じ。）に

ついて、次の（ａ）から（ｄ）までに

より算出した金額を当該月次平均取引

数量で除して得た数値とする。 

当該取引参加者の顧客の委託に基づ

くＬａｒｇｅ取引に係る月次平均取引

数量（４か月前の１日（休業日（業務

規程第１９条第１項に規定する休業日

をいい、同条第２項に規定する臨時休

業日を含む。以下同じ。）に当たると

きは、順次繰り下げる。以下同じ。）

に終了する取引日から２か月前の末日

（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）に終了する取引日までの３か

月間の取引数量（ギブアップが成立し

た場合は、注文執行取引参加者の取引

数量とみなす。以下同じ。）の合計を

３で除して得た数値（小数点以下第１

位未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）をいう。以下同じ。）に

ついて、次の（ａ）から（ｄ）までに

より算出した金額を当該月次平均取引

数量で除して得た数値とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） １０万単位を超える取引数量

につき３０円 

（ｄ） １０万単位を超える取引数量

につき２５円 

ｂ 自己の計算によるＬａｒｇｅ取引 ｂ 自己の計算によるＬａｒｇｅ取引 

当該取引参加者の自己の計算による

Ｌａｒｇｅ取引に係る月次平均取引数

量について、次の（ａ）から（ｄ）ま

でにより算出した金額を当該月次平均

取引数量で除して得た数値とする。 

当該取引参加者の自己の計算による

Ｌａｒｇｅ取引に係る月次平均取引数

量について、次の（ａ）から（ｅ）ま

でにより算出した金額を当該月次平均

取引数量で除して得た数値とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） １０万単位を超える取引数量

につき１５円 

（ｄ） １０万単位を超え１５万単位

以下の取引数量につき１５円 

（削る） （ｅ） １５万単位を超える取引数量

につき１０円 

ｃ 顧客の委託に基づくＭｉｎｉ取引 ｃ 顧客の委託に基づくＭｉｎｉ取引 

当該取引参加者の顧客の委託に基づ

くＭｉｎｉ取引に係る月次平均取引数

量について、次の（ａ）から（ｄ）ま

でにより算出した金額を当該月次平均

取引数量で除して得た数値とする。 

当該取引参加者の顧客の委託に基づ

くＭｉｎｉ取引に係る月次平均取引数

量について、次の（ａ）から（ｄ）ま

でにより算出した金額を当該月次平均

取引数量で除して得た数値とする。 

（ａ）～（ｃ） （略）  （ａ）～（ｃ） （略）  

（ｄ） １００万単位を超える取引数

量につき４円５０銭 

（ｄ） １００万単位を超える取引数

量につき４円 

ｄ 自己の計算によるＭｉｎｉ取引 ｄ 自己の計算によるＭｉｎｉ取引 

当該取引参加者の自己の計算による

Ｍｉｎｉ取引に係る月次平均取引数量

について、次の（ａ）から（ｄ）まで

により算出した金額を当該月次平均取

当該取引参加者の自己の計算による

Ｍｉｎｉ取引に係る月次平均取引数量

について、次の（ａ）から（ｄ）まで

により算出した金額を当該月次平均取
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引数量で除して得た数値とする。 引数量で除して得た数値とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）  

（ｄ） １００万単位を超える取引数

量につき３円５０銭 

（ｄ） １００万単位を超える取引数

量につき３円 

（２） 東証株価指数を対象とした指数先

物取引 

（２） 東証株価指数を対象とした指数先

物取引 

当該取引参加者のＬａｒｇｅ取引に係

る月次平均取引数量について、次のａか

らｃまでにより算出した金額を当該月次

平均取引数量で除して得た数値とする。 

当該取引参加者のＬａｒｇｅ取引に係

る月次平均取引数量について、次のａか

らｃまでにより算出した金額を当該月次

平均取引数量で除して得た数値とする。 

ａ・ｂ （略）  ａ・ｂ （略）  

ｃ ３０万単位を超える取引数量につ

き３０円 

ｃ ３０万単位を超える取引数量につ

き２０円 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）  

  

 

別表３ 

 

別表３ 

デリバティブ売買システム接続料の額 デリバティブ売買システム接続料の額 

 

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ

売買システム接続料（月額）の額は、次

の各号に定める額の合計額とし、用語の

意義については、接続仕様解説書に定め

るところによるものとする。 

 

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ

売買システム接続料（月額）の額は、次

の各号に掲げる料金の合計額とし、料率

及び用語の意義については、デリバティ

ブ売買システムの利用に係る契約書の別

紙 デリバティブ売買システム接続料に

定めるところによるものとする。 

（１） サブ参加者コード利用料 （１） ユーザＩＤ利用料 

３個まで０円、３個を超える部分に

つき１個当たり５千円として算出した

額とする。 

 

（２） ユーザＩＤ利用料 （２） 専用ネットワーク・ゲートウェ

イ利用料 

次のａ及びｂに掲げるＴＡＰの種類

に応じて、当該ａ及びｂに定める額の

合計額とする。 

 

ａ 共用ＴＡＰ  

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げ

るユーザＩＤの種類ごとに、当該

（ａ）から（ｄ）までに定める額の

合計額とする。 

 

（ａ） 端末用ユーザＩＤ  

２個まで０円、２個を超える部

分につき１個当たり１万８千円と

して算出した額 

 

（ｂ） 売買ユーザＩＤ及び売買ユ

ーザ（管理用）ＩＤ 
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合計２個まで０円、合計２個を

超える部分につき１個当たり１万

円として算出した額 

 

（ｃ） 高頻度売買ユーザＩＤ  

１個当たり２万８千円として算

出した額 

 

（ｄ） ＭＭユーザＩＤ  

１個当たり３万円として算出し

た額 

 

ｂ 専用ＴＡＰ  

次の（ａ）及び（ｂ）に定める額

の合計額とする。 

 

（ａ） 専用ＴＡＰ利用料  

１個当たり１０万円として算出

した額 

 

（ｂ） 追加ユーザＩＤ登録料  

１個の専用ＴＡＰに係るユーザ

ＩＤについて、ユーザＩＤの種類

にかかわらず、５個まで０円、５

個を超える部分につき１個当たり

１万円として算出した額 

 

（削る） （３） ＦＩＸゲートウェイ利用料 

（削る） （４） 追加サブ参加者コード利用料 

２ 前項各号に定める額の算出に用いる売

買システム施設（サブ参加者コード、ユ

ーザＩＤ及び専用ＴＡＰをいう。）の数

は、当月の第一営業日現在の数とする。

ただし、新たに取引資格を取得した場合

におけるその取得日の属する月において

は、当該取得日現在の数とする。 

２ 前項各号に掲げる利用料の算出に用い

る売買システム施設（前項のユーザＩ

Ｄ、ネットワーク・ゲートウェイ、ＦＩ

Ｘゲートウェイ及びサブ参加者コードを

いう。）の数は、当月の月末時点の数と

する。 

３ 取引参加者の取引資格の取得日又は喪

失日の属する月のデリバティブ売買シス

テム接続料は、日割をもって計算する。 

（新設） 

４ ユーザＩＤ（専用ＴＡＰに係るユーザ

ＩＤを除く。以下同じ。）及び専用ＴＡ

Ｐについては、最低利用期間を６か月と

し、取引参加者がユーザＩＤ又は専用Ｔ

ＡＰの利用を開始してから最低利用期間

に満たない間にその利用を中止するとき

は、当該ユーザＩＤ又は専用ＴＡＰに係

る最低利用期間におけるユーザＩＤ利用

料に相当する額から当該ユーザＩＤ又は

専用ＴＡＰに係る既に支払われたユーザ

ＩＤ利用料の額を差し引いた額を、デリ

バティブ売買システム接続料に加算する

ものとする。 

（新設） 

５ 本所は、取引参加者によるデリバティ （新設） 
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ブ売買システムの効率的な利用を促すた

めに必要があると認める場合は、第１項

第２号に定める額について本所が別に定

める額の割引を行うことができる。 
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取引参加者における注文管理体制に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、取引参加者規程第２１

条の２の規定に基づき、取引参加者が整備

する注文管理体制について、必要な事項を

定める。 

（目的） 

第１条 この規則は、取引参加者規程第２１

条の規定に基づき、取引参加者が整備する

注文管理体制について、必要な事項を定め

る。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（システムによる対応） 

第６条 取引参加者は、第４条各号に掲げる

制限を、次の各号に定めるシステムにより

実施するものとする。 

（注文発注システムによる対応） 

第６条 取引参加者は、第４条各号に掲げる

制限を当該取引参加者が使用する注文発注

に係るシステムにより実施するものとす

る。 

（１） 第４条第１号に掲げる制限 

本所が当該取引参加者に提供する注文

の発注制限に係るシステム 

（新設） 

（２） 第４条第２号に掲げる制限 

当該取引参加者が使用する注文の発注

に係るシステム 

（新設） 

  

（自動発注に関する管理） 

第８条 取引参加者は、本所の市場における

自動的な注文（委託注文については、顧客

が自動的に取引参加者に委託するものに限

る。）の発注に係るシステムにつき、適切

と認められる管理を実施するものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。ただし、第１条の改正規定

は、平成２８年５月１７日から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

（第１条の改正規定を除く。）は、売買シ

ステムの稼働に支障が生じた場合その他や

むを得ない事由により、平成２８年７月１

９日から施行することが適当でないと本所

が認める場合には、同日後の本所が定める

日から施行する。 
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引の数量） 

第２条 （略） 

（取引の数量） 

第２条 （略） 

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第３号に規定

する本所が定める数の銘柄は、本所が別に

定める組合せの範囲であって、２以上６以

下とする。 

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第３号に規定

する本所が定める数の銘柄は、本所が別に

定める組合せの範囲であって、２以上１０

以下とする。 

  

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段） 

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段） 

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 国債証券先物取引 

次のａ及びｂに掲げる国債証券先物取

引の区分に従い、当該ａ及びｂに定める

値段とする。ただし、先物取引に係るＪ

－ＮＥＴ取引の基準値段から立会におけ

る呼値の制限値幅の基準値段に１００分

の０．５を乗じて算出した数値を減じて

得た値段（当該値段が１銭の１００分の

１未満の場合にあっては、１銭の１００

分の１）から、当該立会における呼値の

制限値幅の基準値段に１００分の０．５

を乗じて算出した数値を当該先物取引に

係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段に加えて

得た値段までの範囲内の値段に限る。 

（１） 国債証券先物取引 

次のａ及びｂに掲げる国債証券先物取

引の区分に従い、当該ａ及びｂに定める

値段とする。 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 

額面１００円につき１銭の１００分

の１の整数倍の値段 

ａ Ｌａｒｇｅ取引 

額面１００円につき１銭の整数倍の

値段 

ｂ Ｍｉｎｉ取引 

１銭の１００分の１の整数倍の値段 

ｂ Ｍｉｎｉ取引 

５厘の整数倍の値段 

（２） 指数先物取引 

  次のａ及びｂに掲げる指数先物取引の

対象の区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る値段とする。ただし、先物取引に係る

Ｊ－ＮＥＴ取引の基準値段から立会にお

ける呼値の制限値幅の基準値段に１００

分の８（日経平均ＶＩを対象とするもの

にあっては１００分の２０、配当指数を

対象とするものにあっては１００分の１

０。以下この号において同じ。）を乗じ

て算出した数値を減じて得た値段（当該

値段が１円又は１ポイントの１万分の１

未満の場合にあっては、１円又は１ポイ

ントの１万分の１）から、当該立会にお

（２） 指数先物取引 

次のａからｇまでに掲げる指数先物取

引の対象の区分に従い、当該ａからｇま

でに定める値段とする。 
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ける呼値の制限値幅の基準値段に１００

分の８を乗じて算出した数値を当該先物

取引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段に

加えて得た値段までの範囲内の値段に限

る。 

ａ 日経平均及び日経平均・配当指数 

１円の１万分の１の整数倍の値段 

ａ 日経平均 

１円の整数倍の値段 

ｂ 東証株価指数、ＪＰＸ日経インデッ

クス４００、東証マザーズ指数、ＲＮ

Ｐ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、

東証銀行業株価指数、東証ＲＥＩＴ指

数、ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、Ｆ

ＴＳＥ中国５０インデックス、日経平

均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯ

ＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数 

１ポイントの１万分の１の整数倍の

値段 

ｂ 東証株価指数 

（ａ） Ｌａｒｇｅ取引 

０．１ポイントの整数倍の値段 

（ｂ） Ｍｉｎｉ取引 

０．０５ポイントの整数倍の値段 

（削る） ｃ ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０、東証銀行業株価指数及び東証Ｒ

ＥＩＴ指数 

０．１ポイントの整数倍の値段 

（削る） ｄ ＪＰＸ日経インデックス４００、Ｎ

Ｙダウ及びＮｉｆｔｙ ５０ 

１ポイントの整数倍の値段 

（削る） ｅ 日経平均ＶＩ 

０．０１ポイントの整数倍の値段 

（削る） ｆ 日経平均・配当指数 

０．１円の整数倍の値段 

（削る） ｇ ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ

 Ｃｏｒｅ３０配当指数 

０．０１ポイントの整数倍の値段 

（３） 有価証券オプション取引 

オプション対象証券１株（オプション

対象証券が優先出資証券、投資信託受益

証券又は投資証券の場合にあっては１

口）につき、１０銭（売買単位の数が奇

数であるオプション対象証券に係る有価

証券オプション取引にあっては１円）の

整数倍の値段とする。ただし、立会にお

ける呼値の制限値幅の基準値段からオプ

ション対象証券の価格変動幅（指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段と立会における

直近の約定値段の差の絶対値をいう。以

下この号において同じ。）及び指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段に１００分の８

を乗じて算出した数値を減じて得た値段

（３） 有価証券オプション取引 

オプション対象証券１株（オプション

対象証券が優先出資証券、投資信託受益

証券又は投資証券の場合にあっては１

口）につき、１０銭（売買単位の数が奇

数であるオプション対象証券に係る有価

証券オプション取引にあっては１円）の

整数倍の値段とする。 
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（当該値段が１０銭（オプション対象証

券の売買単位の数が奇数である場合は１

円）未満の場合にあっては、１０銭（オ

プション対象証券の売買単位の数が奇数

である場合は１円））から、当該オプシ

ョン対象証券の価格変動幅及び指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段に１００分の８

を乗じて算出した数値を当該立会におけ

る呼値の制限値幅の基準値段に加えて得

た値段までの範囲内の値段に限る。 

（４） 国債証券先物オプション取引 

権利行使により成立する国債証券先物

取引の対象銘柄の額面１００円につき１

銭の１００分の１の整数倍の値段とす

る。ただし、国債証券先物オプション取

引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段から

権利行使により成立する国債証券先物取

引の立会における呼値の制限値幅の基準

値段に１００分の０．５を乗じて算出し

た数値を減じて得た値段（当該値段が１

銭の１００分の１未満の場合にあって

は、１銭の１００分の１）から、当該権

利行使により成立する国債証券先物取引

の立会における呼値の制限値幅の基準値

段に１００分の０．５を乗じて算出した

数値を当該国債証券先物オプション取引

に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段に加え

て得た値段までの範囲内の値段に限る。 

（４） 国債証券先物オプション取引 

権利行使により成立する国債証券先物

取引の対象銘柄の額面１００円につき１

銭の整数倍の値段 

（５） 指数オプション取引 

次のａ及びｂに掲げる指数オプション

取引の対象の区分に従い、当該ａ及びｂ

に定める値段とする。ただし、立会にお

ける呼値の制限値幅の基準値段から対象

指数の変動幅（前取引日の最終の対象指

数と当取引日の取引対象指数を同じくす

る指数先物取引（日経平均を対象とする

指数先物取引及び東証株価指数を対象と

する指数先物取引においてはＬａｒｇｅ

取引）における直近の限月取引の直近約

定数値に基づき計算する指数との差の絶

対値をいう。以下この号において同

じ。）及び前取引日の最終の対象指数に

１００分の８（日経平均に係る指数オプ

ション取引における通常限月取引のうち

直近の３限月取引以外の限月取引及びそ

れ以外の指数に係る指数オプション取引

における直近の３限月取引以外の限月取

引にあっては、１００分の１１。以下こ

の号において同じ。）を乗じて算出した

（５） 指数オプション取引 

次のａ及びｂに掲げる指数オプション

取引の対象の区分に従い、当該ａ及びｂ

に定める値段とする。 
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数値を減じて得た値段（当該値段が１円

又は１ポイントの１万分の１未満の場合

にあっては、１円又は１ポイントの１万

分の１）から、当該対象指数の変動幅及

び前取引日の最終の対象指数に１００分

の８を乗じて算出した数値を当該立会に

おける呼値の制限値幅の基準値段に加え

て得た値段までの範囲内の値段に限る。 

ａ 日経平均オプション 

１円の１万分の１の整数倍の値段 

ａ 日経平均オプション 

１円の整数倍の値段 

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション 

１ポイントの１万分の１の整数倍の

値段 

ｂ 東証株価指数オプション 

 

０．１ポイントの整数倍の値段 

２ 前項に規定する先物取引に係るＪ－ＮＥ

Ｔ取引の基準値段及び国債証券先物オプシ

ョン取引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段

は、立会における呼値の単位の整数倍の数

値のうち直近の本所が計算する立会のレギ

ュラー・セッションにおける最も優先する

売呼値の値段と最も優先する買呼値の値段

を加えて得た数値を２で除して得られる数

値に最も近接する数値（当該数値が２種類

ある場合は、高い方の数値。ただし、本所

が適当でないと認めるときは、本所がその

都度定める数値とする。以下この項におい

て「仲値」という。）又は立会における直

近の約定値段（ストラテジー取引によるも

のを除く。）に基づき本所が算出した値段

とする。ただし、当取引日に仲値又は立会

における当該約定値段がない場合は、立会

における呼値の制限値幅の基準値段とす

る。 

（新設） 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２８年７月１９日

から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、平成２

８年７月１９日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日後の本

所が定める日から施行する。 
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